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厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業) 

総括研究報告書（令和 4年度） 

 

地域医療構想の達成に向けた病院管理者のための組織マネジメント研修プログラムの 

普及啓発のための研究 

 

研究代表者 赤羽 学 （国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 部長） 

 

本研究の研究体制は以下のとおりである。 

・赤羽 学（国立保健医療科学院 医療・福祉

サービス研究部 部長）［代表］ 

・渋谷明隆（北里大学医学部 客員教授）［分担］ 

・福田 敬（国立保健医療科学院 保健医療経

済評価研究センター センター長）［分担］ 

・種田憲一郎（国立保健医療科学院 医療・福

祉サービス研究部 上席主任研究官）［分担］ 

・小林健一（国立保健医療科学院 医療・福祉

サービス研究部 上席主任研究官）［分担］ 

・佐藤大介（千葉大学医学部附属病院 特任准

教授）［分担］ 

・柿沼倫弘（国立保健医療科学院 医療・福祉

サービス研究部 主任研究官）［分担］ 

・中西康裕 （国立保健医療科学院 医療・福祉

サービス研究部 研究員）［分担］ 

Ａ. 研究目的 

わが国の人口減少と高齢化の進行は、特に地

方における急性医療の縮小と関連している。地

域の状況は多様であり、そのような環境のなか

で医療機関の再編統合（ダウンサイジングや機

能分化と連携を含む）は地域の医療提供体制の

将来を考えるうえでの選択肢の一つとなってい

る。 

国立保健医療科学院では令和元年度より「地

域医療構想の実現・働き方改革の推進に向けた

病院管理者研修」を実施し、人材育成面から地

域医療構想の実現に向けた貢献をしてきた。 

本研究では、地域医療構想の達成のための研

修プログラムにおいて使用する教材の開発を目

的として、再編統合等を達成した医療機関を題

研究要旨 

わが国の人口減少と高齢化の進行は、特に地方における急性医療の縮小と関連している。地域

の状況は多様であり、そのような環境のなかで医療機関の再編統合（ダウンサイジングや機能分

化と連携を含む）は地域の医療提供体制の将来を考えるうえでの選択肢の一つとなっている。国

立保健医療科学院では令和元年度より「地域医療構想の実現・働き方改革の推進に向けた病院管

理者研修」を実施し、人材育成面から地域医療構想の実現に向けた貢献をしてきた。 

そこで本研究では、地域医療構想の達成のための研修プログラムにおいて使用する教材の開発を目

的として、再編統合等を達成した医療機関を題材とした研修教材を開発し、学習教材および学習計画書

を作成するとともに、重要な医療施策として進められている地域医療構想の達成のために必要な病

院管理者向け研修を実施しその評価を行った。さらに、地域医療構想に関する政策と開発した研

修プログラムの運用の実際についてレビューし、今後の展望についても検討した。国立保健医療

科学院での人材育成研修の一つであるケースメソッドの教材として活用するケースの作成を作成

し、人口減少地域における再編統合の重要なテーマの可視化、分析や検証を行うことで、課題を

解決のために病院管理者に特に求められる重要な役割を明らかにした。 
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材とした研修教材を開発し、学習教材および学

習計画書を作成するとともに、重要な医療施策

として進められている地域医療構想の達成のた

めに必要な病院管理者向け研修を実施しその評

価を行う。さらに、地域医療構想に関する政策

と開発した研修プログラムの運用の実際につい

てレビューし、今後の展望についても検討する。 

具体的には、以下を目的とした研究を実施す

る。 

 

・地域医療構想の達成のための研修プログラム

教材開発に関する研究（小林、福田、種田、柿

沼、中西、赤羽） 

・地域医療構想の達成のための病院管理者向け

研修の企画と評価（佐藤、渋谷、柿沼、赤羽、

中西） 

・地域医療構想のこれまでと今後の展望（種田、

小林、柿沼、中西、赤羽） 

 

Ｂ．研究方法 

 

Ｂ．１．全体概要 

本研究は、A.研究目的に示した 3つの項目につ

いて、再編統合等を達成した公立公的医療機関

を対象に、再編統合に至った背景・経緯および

再編・統合の基本計画・組織体制ならびに再編

統合後の医療機能・病院経営の状況等に関する

インタビュー調査に基づき、班会議における討

議を通じてケースメソッド法で用いるケースス

タディ教材を開発した。国立保健医療科学院に

おける病院管理者向け研修で活用し、その評価

を行うとともに、今後の展望を検討した。 

 

（班会議の参加メンバー）（敬称略、順不同） 

・赤羽 学（国立保健医療科学院 医療・福祉

サービス研究部 部長） 

・渋谷明隆（北里大学医学部 客員教授） 

・福田 敬（国立保健医療科学院 保健医療経

済評価研究センター センター長） 

・種田憲一郎（国立保健医療科学院 医療・福

祉サービス研究部 上席主任研究官） 

・小林健一（国立保健医療科学院 医療・福祉

サービス研究部 上席主任研究官） 

・佐藤大介（千葉大学医学部附属病院 特任准

教授） 

・柿沼倫弘（国立保健医療科学院 医療・福祉

サービス研究部 主任研究官） 

・中西 康裕 （国立保健医療科学院 医療・福祉

サービス研究部 研究員） 

 

（班会議の開催状況） 

・令和 4年 9月 28日（水）（オンライン） 

・令和 4年 11月 19日（土）（オンライン） 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は個人を対象とせず、研修に参加した

個人が特定されないよう得られた情報は匿名化

されており、研究倫理面に関する事項はない。 

 

Ｂ．２．分担研究について 

 

Ｂ．２．1. 地域医療構想の達成のための研修プ

ログラム教材開発に関する研究 

本分担研究では、地域医療構想の達成のため

の研修プログラムにおいて使用する教材の開発

を目的として、再編統合等を達成した医療機関

を題材とした研修教材を開発する。対象とする

医療機関は、奈良県南和地域に位置する南奈良

総合医療センターとし、令和 3年度研究成果を基

に、令和 4年度研究として教材および学習計画書

を開発するとともに、入門用の教材および学習

計画書を作成する。 

 

Ｂ．２．２. 地域医療構想の達成のための病院

管理者向け研修の企画と評価 

本分担研究では、重要な医療施策として進め

られている地域医療構想の達成に資するため
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に、病院管理者を対象とした人材育成プログ

ラムを開発・実施・評価することを目的とし

て、①病院の再編統合、②医師の働き方改革の 2

つを重点テーマとした研修プログラムを開発し、

国立保健医療科学院において実際に研修を実施

することにより、地域医療構想の達成のために

必要な病院管理者向け研修の企画と評価を行っ

た。 

 

Ｂ．２．３. 地域医療構想のこれまでと今後の

展望 

本分担研究では、研究協力者の協力を得て、

インターネット上に公開されている厚生労働

省の資料や国立保健医療科学院において実施

された地域医療構想に関わる研修の資料等を

中心にレビューし、とりまとめを行った。 

 

Ｃ. 研究結果 

本年度研究によって以下の研究成果を得た。

詳細については、それぞれの分担研究報告書を

参照されたい。 

 

Ｃ. １．地域医療構想の達成のための研修プロ

グラム教材開発に関する研究 

地域医療構想の達成に向けた病院管理者のた

めの組織マネジメント研修プログラムに必要な

学習目的として（１）病院の再編統合という問

題解決方法の考え方（２）再編統合における経

営形態の理解と病院経営戦略（３）再編統合の

プロセスにおける諸課題への対応（４）再編統

合に関する合意形成とステークホルダーとの交

渉戦略（５）再編統合に関する地域分析および

財務分析（６）再編統合に関する組織マネジメ

ントとすることで達成できることが明らかとな

った。 

 

Ｃ. ２．地域医療構想の達成のための病院管理

者向け研修の企画と評価 

令和 4年度には病院管理者向け研修を計 2回開

催した。受講者の職種別にみると、第 1回は医師

17 名・看護師 1 名・医療ソーシャルワーカー2

名・事務 13名であり、第 2回は医師 35名・看護

師 1名・薬剤師 1名・事務 9名であった。職階で

は病院長の参加が最も多かった。 

研修の全体的な評価について、研修終了後の

アンケートでは、全体的な満足度について「と

ても良かった」と「概ね良かった」を合わせる

と 90％を超えており、高評価であった。業務へ

の役立ち度については、第 1回研修では「とても」

が 65％と高かったのに対して、第 2 回研修では

57％とやや低かった。プログラム内容は同一で

あるので、受講者の知識・技術の状況によって

研修に対する評価が異なったものと考えられる。 

研修の実施方法については、昨年度に引き続

きオンライン形式で研修を実施したが、厚生労

働省の講義（地域医療構想、働き方改革）を動

画撮影して遠隔教育システムに掲載し、事前に

視聴しておくことを義務づけて、研修日には質

疑応答と補足講義を行った。この方法は多忙な

病院幹部職員にとって利便性が高く、また動画

視聴とともに質問を事前に提出してもらったこ

とで、より効果的な学びとなったと考える。 

 

Ｃ. ３．地域医療構想のこれまでと今後の展望 

 地域医療構想に関わる資料等をレビューし、

地域医療構想のこれまでの経緯と今後の展望に

関して、以下の概略に従ってまとめた。 

１）背景：「高齢者の急増」から「現役世代の急

減」へ 

Ⅰ.医療施設の最適配置の実現と連携 （地域医療

構想の実現：2025年まで） 

① 全ての公立・公的医療機関等における具体的

対応方針の合意形成 

② 具体的対応方針の検証と地域医療構想の実現

に向けた更なる取組み 

Ⅱ.医師・医療従事者の働き方改革（医師の時間

外労働に対する上限規制：2024 年度～） 

① 医療機関における労働時間管理の適正化とマ
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ネジメント改革 

② 上手な医療のかかり方に向けた普及・啓発と

患者・家族への支援 

Ⅲ.実効性のある医師偏在対策（偏在是正の目標

年：2036年） 

① 地域及び診療科の医師偏在対策 

② 総合診療専門医の確保等のプライマリ・ケア

への対応 

２）地域医療構想とは 

３）病床機能報告制度とは 

４）地域医療構想調整会議とは 

５）地域医療構想の実現に向けた取組み（全体

像） 

 

Ｄ. 考察  

 

Ⅾ. １．地域医療構想の達成のための研修プロ

グラム教材開発に関する研究 

インタビュー調査に基づき、再編統合を達成

するための教材開発に向けた学習目的の設定お

よび学習に必要な情報を体系的に整理した。 

 Ⅰの南奈良総合医療センターのケースは、病

院再編統合について実際の出来事を基にしてい

るため、再編統合の手法やマネジメントを中核

とした議論を深めることでトップマネジメント

研修としての目的を達成できることが期待され

る。 

Ⅱの山下県総合医療センターのケースでは、

本ケースでは、地域で変革が求められている病

院の再編統合を視野に入れた組織変革に対し、

それを実行する意思のある米倉院長に焦点を当

てて議論を深めるケースとした。クラス討議を

通じて、1)変革案に関係する人物や組織の立場

から懸念事項を整理し、2)米倉院長の立場にな

って、どのように実現させるかについて議論し

た。計画案の良いところ・ 問題点の双方の理

解を深めたことで、3)組織を変革し行動するた

めには、論理的要素、変革者の資質的要素、関

係者との信頼関係が必要であることを学んだ。

特に医療分野のような共存共栄が重要な場合、

関係者との信頼関係は変革が実行された以後も

重要な要素である。 

このように分野共通のマネジメントやプロフ

ェッショナルとしての行動特性に焦点を当てる

ケースとすることで、病院再編統合という専門

知識がなくても議論に参加することができる。 

 

Ⅾ. ２．地域医療構想の達成のための病院管理

者向け研修の企画と評価 

 地域医療構想と医師の働き方改革という 2大重

要施策について企画した本研修は、満足度・役

立ち度ともに一定の評価を受けたものと考える。 

研修受講者の選定方法や、研修プログラム内

容について、引き続き検討・改善を講じる必要

がある。研修受講者の選定については、地域の

実情はさまざまであるので、研修受講の選定要

件を画一的に定めるのではなく、選定の自由度

を残すことが必要と考えるが、今後は状況に応

じて、受講者の選定要件を絞り込むことも選択

肢として考えられる。研修プログラム内容につ

いては、受講者の病院およびその地域が抱える

課題をもとにした演習を充実させてはどうかと

の意見もあった。 

 

Ⅾ. ３．地域医療構想のこれまでと今後の展望 

これまでの取組みから、地域医療構想を推進

する人材育成については、少なくとも以下の大

きく２つの人材が必要だと考えられる：１）

県・地域全体の地域医療構想を推進できる人材

（県・地域全体の医療機関の実績を示すデータ

に基づいて、戦略的な助言ができる大学の研究

者等）、２）地域医療構想に資する個々の地域・

医療機関において、具体的な取組みを実践でき

る人材（医療機関の病院長など管理者） 

限られた時間で、効果的な研修とする工夫と

して、①厚生労働省の担当者からの講義は事前

に録画したものを参加者が視聴し（地域医療構

想、医師の働き方改革、それぞれ約 30分）、研修
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当日は質疑応答を中心に実施する、②実際の事

例を教材としたケースメソッドによる意見交換、

③事前に参加者自身の医療機関における課題を

提出し、研修中の講義・少人数による意見交換

（1 グループの 4 人程度）を通じてその課題を解

決するヒントをまとめる、などを行ったところ、

「研修自体も話しやすい環境とファシリテーシ

ョンで理解度が高まった」「講演内容は、漏れな

く現在の病院の課題の参考となるものであった」

「日頃関わりのない地域、病院の方々と、意見

交換でき、いろいろな事情がわかり、今後に役

立てたいと感じた」などのポジティブなコメン

ト等が多く記載されていた。 

国立保健医療科学院における研修が、地域に

おける持続可能な医療提供体制の構築を担う各

医療機関の担当者の具体的な取組みの一助とし

て、貢献できていることが示唆された。 

 

Ｅ. 結論 

 

Ｅ.１．地域医療構想の達成のための研修プログ

ラム教材開発に関する研究 

開発した２つのケースは、それぞれ実際の研

修で使用し、それぞれ高い満足度を得た。本分

担研究の結果、地域医療構想の達成に向けた病

院管理者のための組織マネジメント研修プログ

ラムに必要な教材を開発し研修で実践するに至

り、本研究の最終成果が達成された。 

 

Ｅ.２．地域医療構想の達成のための病院管理者

向け研修の企画と評価 

自治体職員だけでなく実際に医療サービスを

提供する病院等の医療機関が、当該医療政策の

意義やねらいについて正しく理解し、実践する

必要がある。とくに医療機関のトップである病

院長が、政策の推進に向けて具体的な検討・意

思決定を行うことが、地域医療構想の達成、医

師の働き方改革の推進において欠かせないもの

と思われる。医療政策の理念をどのように具体

的な行動へ落とし込むかは、重要かつ難しい課

題であり、研修内容・実施方法について PDCA サ

イクルを継続して改善を図ることが重要と考え

る。 

 

Ｅ.３．地域医療構想のこれまでと今後の展望 

地域医療構想調整会議の場が課題を地域で検

討する機会となり、各地域の状況を考慮した各

地域における持続可能な医療提供体制を構築す

るための具体的な取組みの実践のためには、以

下の 2 つの人材育成が不可欠であると考えられ

る：1）県・地域全体の地域医療構想を推進でき

る人材、2）地域医療構想に資する個々の地域・

医療機関において、具体的な取組みを実践でき

る人材。とくに後者については、数日間かけて、

他の同様の立場の参加者とともに意見を交換し

あいながら、体系的に学び、具体的な取組みに

つながる参加型の研修の機会が必要である。 

 

Ｆ. 健康危険情報 

 なし 

 

Ｇ．研究発表 

１.論文発表 

（１） Taneda K, Kakinuma T, Nakanishi Y, 

Kobayashi K, Akahane M. Community Health Care 

Vision: Toward realizing the desired medical 

service system. Journal of the National 

Institute of Public Health. 2023；72（43-

51）：23-51．（種田憲一郎．地域医療構想‐目指

すべき医療提供体制を実現するために‐．保健

医療科学．2023；72（1）：43-51 

 

２．学会発表 

（１）地域医療の課題解決へ向けた学びの共同

体形成、渋谷明隆、第 81 回日本公衆衛生学会総

会シンポジウム、2022年 10月 7～9日、YCC県民

文化ホール、山梨県立図書館 

（２）地域医療構想の実現に向けた研修プログ

ラムの開発と実践、小林健一、第 81 回日本公衆
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衛生学会総会シンポジウム、2022 年 10 月 7～9

日、YCC 県民文化ホール、山梨県立図書館 

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

なし 

 

２．実用新案登録 

なし 

 

３．その他 

 なし 
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厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業) 

地域医療構想の達成に向けた病院管理者のための組織マネジメント研修プログラムの 

普及啓発のための研究  

分 担 研 究 報 告 書（令和 4年度） 
 

地域医療構想の達成のための研修プログラム教材開発に関する研究 

 

研究分担者 佐藤 大介（千葉大学医学部附属病院 特任准教授） 
研究分担者 渋谷 明隆（北里大学医学部 客員教授） 
研究分担者 小林 健一（国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 上席主任研究官） 
研究分担者 種田 憲一郎（国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 上席主任研究官） 
研究分担者 柿沼 倫弘（国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 主任研究官） 
研究分担者 中西 康裕（国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 研究員） 
研究代表者 赤羽  学 （国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 部長） 

 
研究要旨 

本研究では、地域医療構想の達成のための研修プログラムにおいて使用する教材の開発を目的とし

て、再編統合等を達成した医療機関を題材とした研修教材を開発する。令和 4 年度研究では、教材お

よび学習計画書を開発するとともに、入門用の教材および学習計画書を作成する。 

対象とする医療機関は、奈良県南和地域に位置する南奈良総合医療センターとし、令和 3 年度研究

成果を基に教材開発を実施する。 

本研究の結果、地域医療構想の達成に向けた病院管理者のための組織マネジメント研修プログラム

に必要な学習目的として（１）病院の再編統合という問題解決方法の考え方（２）再編統合における

経営形態の理解と病院経営戦略（３）再編統合のプロセスにおける諸課題への対応（４）再編統合に

関する合意形成とステークホルダーとの交渉戦略（５）再編統合に関する地域分析および財務分析

（６）再編統合に関する組織マネジメントとすることで達成できることが明らかとなった。 

また、入門向けの教材については学習目的を「様々な利害関係者との合意に向けて必要な考え方」

とすることで、1)医療という分野は公共性が強いことから、周辺施設との共存が特に必要である。い

っぽうで環境変化による共倒れを防ぐために、地域の医療需要に合わせた変革も必要である。2)変革

を伴う経営判断や組織行動を進める場合、実現は簡単ではない。利害関係者を理解し、変革を成し遂

げなければならない場面での考え方について学ぶ。ことが達成できることが示唆された。 

本研究の結果、地域医療構想の達成に向けた病院管理者のための組織マネジメント研修プログラム

に必要な教材を開発し研修で実践するに至った。本研究の最終成果が達成された。 

Ａ. 研究目的 

 本研究では、地域医療構想の達成のための研

修プログラムにおいて使用する教材の開発を目

的として、再編統合等を達成した公立公的医療

機関を対象に、再編統合に至った背景・経緯お

よび再編・統合の基本計画・組織体制ならびに

再編統合後の医療機能・病院経営の状況等に関

するインタビュー調査に基づき、諸外国のビジ
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ネススクールや国内の経営系専門職大学院で活

用されているケースメソッド法で用いるケース

スタディ教材を開発する。 
 令和 4年度研究では、これまでの研究成果を基

に、ケース教材および学習計画書を作成すると

ともに、トップマネジメント以外の関係者が学

ぶことができる入門向け教材および学習計画書

を作成し、研修教材開発を行う。 
 
Ｂ．研究方法 

 対象となる医療機関は、厚生労働省医政局地

域医療計画課と協議の上選定し、奈良県の南奈

良総合医療センターとする。 
 学習計画書は経営系専門職大学院で活用して

いるケースメソッド教授法の手法を用いる。 
 
（倫理面への配慮） 

 本研究は令和 3年度研究成果物に基づく教材開

発に関する研究のため研究倫理面に関する事項

はない。 
 

Ｃ. 研究結果 

Ⅰ 南奈良総合医療センターのケース 

（参考資料１・参考資料２） 

１．対象とする受講者について  
対象とする受講者像を次のように設定した。 
・国立保健医療科学院「地域医療構想の達成に

向けた病院管理者のための組織マネジメント研

修」の参加者は、都道府県の推薦により参加す

る病院幹部職員 30 名程度。 
・職業は医師が中心であり、臨床経験や病院管

理業務経験を十分に有するベテランが多い。病

院管理者として多忙な業務から推薦を受けて出

席しているため、授業への期待値は高いが、主

体性については不確実性が高いと想定される。

また、ケース討議の経験値はほとんどないと想

定される。 

・いずれの参加者も病院管理者が地域医療構想

や働き方改革を見据えた病院マネジメントに関

する知識・知見の修得を目指している。 
 

２．学習目的について 
医療従事者不足や人口減少、医師の働き方改

革等によって、地域の急性期医療、周産期医療、

救急医療の維持が益々困難な状況にある。しか

しながら、病院管理者はこのような課題を解決

するために、どのような問題解決方法があるか

わからない。特に再編統合については、国によ

る再編統合の議論に対する不理解や拒否反応が

あると想定される。あるいは再編統合の必要性

は知識として理解しつつも、自院で再編統合を

検討する場合、検討事項が多岐にわたり、どの

ように進めれば良いかわからない。そのため、

参加者構成や特性によって講師が学習目的を選

択できるよう、次の 6 点とした。 
 

このケースから学ぶこと１： 

病院の再編統合という問題解決方法の考え方 

  公立公的医療機関が、人口減少・医師不足地域

において急性期医療を提供し続けるために、複

数の病院を再編統合するという方法があること

について学ぶ。本ケースでは、以前より再編統

合の必要性は検討されていたが、荒井知事によ

る特命によって議論が加速化した。再編統合と

いう病院経営の考え方について討議を通じて理

解を深める。 

 

このケースから学ぶこと２： 

病院経営形態の理解と病院経営戦略 

公立公的医療機関が再編・統合するスキーム

には、既存の自治体立病院以外にも地方独立行

政法人、企業団、連携法人等の法人形態がある。

各形態の統治方法や財務・会計規則等に関する

長所短所を理解した上で、どの法人形態を選択
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することが妥当か。選択した法人形態によって

どのような展開が予想されるかを考える。これ

により再編・統合における法人形態の考え方に

ついて学ぶ。 

 

このケースから学ぶこと３： 

再編統合のプロセスにおける諸課題への対応 

再編統合に関する諸課題について考える。再

編統合に至るまでの課題と再編統合が決まって

以降の課題についてそれぞれ整理する、また、

どの工程でどのような課題が生じることが予見

されるか。それぞれの課題についてどのように

対応すべきかについて、討議を通じて、再編統

合の実現に向けた問題解決方法について理解を

深める。 

 

このケースから学ぶこと４： 

合意形成とステークホルダーとの交渉戦略 

再編統合を進めるためには、どのような合意

形成が必要か、そのような場を設ける場合の体

制や進め方について討議を通じて理解を深める。

特に、再編統合に関するステークホルダーを理

解し、彼らとどのような交渉が必要を学ぶ。た

とえば、地域住民の理解は、反対運動リスクや

自治体政治的争点となりかねないし、周辺医療

機関の協力と信頼関係は必要不可欠と考えられ

る。本ケースの取り組み方法を基軸に、ステー

クホルダーとの交渉戦略について学ぶ。 

 

このケースから学ぶこと５： 

再編統合に関する地域分析および財務分析 

再編統合を進める上で、自地域および近隣地

域の人口統計、傷病別患者数、要介護者数など

に基づき、再編統合によって提供すべき医療機

能、病床規模や診療科などを得るために有効な

資料やそれらの分析方法について討議を通じて

理解を深める。 

また、再編統合の対象となる医療機関の経営

分析を財務の観点から考える方法について理解

を深める。たとえば再編統合によって生じる費

用（建物・設備関連費用、移転期間の減収）と、

得られる財務効果（診療報酬増・患者増・コス

ト減）について考える。また、再編統合に伴う

行政の財政的課題とその解決方法について討議

を通じて理解を深める。 

本ケースの分析結果を事例に、再編統合によ

って最適な医療機関の規模・機能を決めるため

の分析の考え方について学ぶ。 

このケースから学ぶこと６： 

再編統合に関する組織マネジメント 

（本ケースに直接の言及がないことに留意） 

① 再編・統合に向けて新たな医療機関の病棟ス

タッフの人事はどのように進めるべきか。た

とえば再編・統合前の所属医療機関の運営主

体によって異なる各医療機関の就業規則、給

与規定、福利厚生等についてどのような調整

が必要かを考える。 

② 職員の意識変化には、どのような取り組みが

有効か。本ケースから職員のモチベーション

に関する問題について、何が予見され病院管

理者はどのような対応が必要かを考える。 

③ 院内の意思決定機関である会議体や委員会体

制の場をどのように活用したかを考える。再

編の実現に向けて院内組織を活用する方法、

期待できる効果とその限界について学ぶ。 

 

こうした学習目的を踏まえ、受講生があらか

じめ事前学習を行う際の設問として次の２つを

例題として提示した。 
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＜学習目的①②を達成するための設問例＞ 

1. 南和医療圏公立3病院が再編統合を実現でき

た成功要因は何でしょうか？ 

2. 南和医療圏公立3病院の再編統合を妨げる阻

害要因は何が考えられるでしょうか？ 

3. 南和医療圏公立3病院が抱える課題の解決方

法は、再編統合以外にあるでしょうか？ 

 

＜学習目的③を達成するための設問例＞ 

1. 南奈良総合医療センターの基本計画作成に

は、どのような情報が必要でしょうか。 

2. 再編統合を実現するためには、誰とどのよ

うな合意が必要でしょうか。 

3. あなたが県立五條病院の松本院長の立場だ

った場合、再編統合の基本計画について、

自院の職員に対してどのように説明します

か。 

 

さらに討議を通じて考え、自分のものとして

獲得してほしいこととして次の点に整理した。 

①地域の医療を将来にわたって提供し続けるた

めに、医療現場の観点から再編統合という選択

肢があることを理解する。また、再編統合は病

院間だけでなく、都道府県や自治体を含めて検

討が必要な解決方法であることを学ぶ。再編統

合は地域の課題を解決する有効な解決方法と考

えられる一方で、知事や行政の動きを待ってい

ては議論が進まない。このことを踏まえ、本ケ

ースは、他の地域にとって参考になる点はどこ

にあるのか。病院管理者はどうすれば地域を動

かすことができるかについて、討議を通じて議

論を深める。 

②再編統合にあたっては、地域のステークホル

ダーとの協力・信頼関係が重要であり、再編統

合を行う病院同士の話し合いだけではないこと

を理解する。 

③再編統合を実現するにあたっては、再編統合

によってどのような病院の規模、機能、診療科

を設置するかを具体的に確定させる必要がある。

そのためには地域分析や医療需要予測に加え、

財務分析が必要不可欠である。また、再編統合

を実施するためにはいくつかの合意形成が必要

である。討議を通じて、基本計画策定および合

意形成のプロセスについて理解を深める。 

 

Ⅱ 山下県総合医療センターのケース 

Ⅰで作成した南奈良総合医療センターのケー

スは、実際に再編統合が実際に行われた事例を

用いた教材である。そのため実名の医療機関や

登場人物に関する情報を仔細に記述しており、

受講者が事前に読み込む文量が多く医療分野特

有の専門知識が必要である。その結果、事前学

習の負担が大きいだけでなく、一定程度の知識

や経験がなければディスカッションに参加する

ことが難しい課題があった。 

 そこで、将来的に病院経営に関わる人材を育

成や医療関係者以外の経営人材がディスカッシ

ョンに参加できるための入門的ケースが必要と

考え、南奈良総合医療センターのケースを簡略

化し、固有名詞を匿名化することで、先入観を

排除し議論しやすいケースを作成することとし

た。（参考資料３）同時に、他分野の受講者にと

っての学習目的も包括する学習計画を新たに作

成した。 

 

１ 学習目的 

山下県総合医療センターのケースにおける学

習目的は下記の通りとした。（参考資料４） 

医療従事者不足や人口減少等によって、地域

の医療を維持することは困難な状況にある。こ

のような課題を解決するために、複数の病院を

集約化させる再編・統合は有効であるが、地域

住民や周辺施設にとっては、病院がなくなるこ

とや新病院ができることに対する拒否反応があ

る。そのような状況下にあって、病院経営者が
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変革を伴う計画案を進めるために必要なことに

ついて議論し理解を深める。 

 

このケースから学ぶこと： 

変革を成し遂げなければならない場面において

必要な考え方 

1)医療という分野は公共性が強いことから、周

辺施設との共存が特に必要である。いっぽうで

環境変化による共倒れを防ぐために、地域の医

療需要に合わせた変革も必要である。 

2)変革を伴う経営判断や組織行動を進める場合、

実現は簡単ではない。利害関係者を理解し、変

革を成し遂げなければならない場面での考え方

について学ぶ。 

 

ディスカッション設問 

これらの学習目的を達成するためのディスカ

ッション設問として次の２つを策定した。 

設問１ 

公立 3病院の再編統合の計画案について、賛成し

ない利害関係者（反対・条件次第）にはどのよ

うな者・組織が考えられるでしょうか？その理

由や条件は何でしょうか？ 

設問２ 

再編統合の計画案を進めるために、米倉院長に

必要なことは何でしょうか？ 

 

この設問を設定した意図は下記の通りとした。 

・登場人物の立場からの問題点を引き出し、関

係図を整理することが主眼である。 

・様々な分野の経験を持つ参加者の意見を引き

出し、変革を実行する者の資質や能力に加え、

目的を達成させる「企図」について整理するこ

とを目指す。 

・計画案の是非を議論するよりも、企図には、

論理だけでなく感情も重要な要素であることを

理解する。 

 

Ｄ. 考察   

 本研究では、南奈良総合医療センターへのイ

ンタビュー調査に基づき、再編統合を達成する

ための教材開発に向けた学習目的の設定および

学習に必要な情報を体系的に整理した。 

 Ⅰの南奈良総合医療センターのケースは、病

院再編統合について実際の出来事を基にしてい

るため、再編統合の手法やマネジメントを中核

とした議論を深めることでトップマネジメント

研修としての目的を達成できることが期待され

る。いっぽうでⅡの山下県総合医療センターの

ケースでは、本ケースでは、地域で変革が求め

られている病院の再編統合を視野に入れた組織

変革に対し、それを実行する意思のある米倉院

長に焦点を当てて議論を深めるケースとした。

クラス討議を通じて、1)変革案に関係する人物

や組織の立場から懸念事項を整理し、2)米倉院

長の立場になって、どのように実現させるかに

ついて議論した。計画案の良いところ・ 問題

点の双方の理解を深めたことで、3)組織を変革

し行動するためには、論理的要素、変革者の資

質的要素、関係者との信頼関係が必要であるこ

とを学んだ。特に医療分野のような共存共栄が

重要な場合、関係者との信頼関係は変革が実行

された以後も重要な要素である。 

このように分野共通のマネジメントやプロフ

ェッショナルとしての行動特性に焦点を当てる

ケースとすることで、病院再編統合という専門

知識がなくても議論に参加することができる。 

  

Ｅ. 結論 

 本研究で開発した２つのケースは、それぞれ

実際の研修で使用し、それぞれ高い満足度を得

た。本研究の結果、地域医療構想の達成に向け

た病院管理者のための組織マネジメント研修プ

ログラムに必要な教材を開発し研修で実践する
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に至った。本研究の最終成果が達成された。 

 

Ｆ. 健康危険情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 

 1.  論文発表 

 なし 

 

 2.  学会発表 

（１）地域医療の課題解決へ向けた学びの共同

体形成、渋谷明隆、第 81 回日本公衆衛生学会総

会シンポジウム、2022年 10月 7～9日、YCC県民

文化ホール、山梨県立図書館 

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

  

１．特許取得 

 なし 

 

２．実用新案登録 

 なし 

３．その他 

なし  
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地域医療構想の達成に向けた病院管理者のための組織マネジメント研修 

授業計画書 

「奈良県南和医療圏の再編統合」 

 

１．ケース教材 

第 1 章 

 県立五條病院の院長に新たに就任した松本昌美医師は、これからの奈良県南和医療圏の医療機能を

維持するために、これまでにない発想を視野にいれて解決しなければならないと感じていた。当時、

医療従事者不足や周産期医療、救急医療体制の脆弱化等、過疎地域特有の公立病院で医療を何とか持

たせている状況であったが、2006 年（平成 18 年）、町立大淀病院に入院していた妊婦の容態が急変し、

担当医が高次機能病院への緊急搬送を試みたが 19 病院から受け入れを断られ、妊婦はその後死亡する

事件が起き、世間からも大きな注目を浴びた。 

その翌年、2007年（平成 19年）に荒井正吾氏が奈良県知事に初就任すると奈良県内の医療需要分析

を明らかにした上で対策を打つよう指示した。2008年（平成 20年）に武末奈良県医療担当部長は荒井

知事の特命を受け、ヒアリングを中心とした県内の医療需要分析を進めていった。また知事により、

県立三病院長、武末医療担当部長、中川幸士医療管理課課長が集められ、病院の方向性や奈良県地域

医療についての議論を深めていった。以前より奈良県の医療の在り方については奈良県や市町村にお

いて議論がなされていたが、医療需要分析結果や建物の老朽化に対する建替え要望が重なり、再編統

合の議論が加速化した。 

 

第 2 章 

 再編統合の議論にあたっては奈良県庁の中川氏と松本院長が中心となり、様々な取組が行われたが、

その議論をまとめるのに苦労を要した。松本院長は公立３病院のまとめ役となり、医師会や近隣医療

機関・住民へ説明し理解を求める取り組みを継続した。 

2012 年（平成 22 年）に「南和の医療体制のあり方推進組織」が設置され、五條市長及び吉野郡 3 町 8

村の村長及び奈良県知事により構成された。事務局には五條市、吉野町、大淀町、下市町及び奈良県

職員が参加した。構成員の約半数は奈良県職員であった。協議を重ねた結果、2014年（平成 24年）に

南和広域医療組合が設立され、再編案が決定した。再編案では、①急性期病院である南奈良総合医療

センターを新築し急性期の患者を集める ②大淀病院は老朽していたため廃院とする ③五條病院と吉野

病院を縮小して療養型病院として再構築する、の 3点を基本とした。2016年（平成 28年）には南和広

域医療組合は地方公営企業法の全適用となり、企業団方式により開始することとした。 

新たな構想は医療需要予測から病床規模、病院機能、診療科体制を策定した。医療需要予測に基づ

き、南奈良総合医療センターは 232床、吉野病院・五條病院は 186 床となり、新体制は 2018年（平成

28 年）4 月から運用することが決定した。南奈良総合医療センターの立地については再編の議論が進

んだ後、大淀町福神に決定した。最も人口が多い五條市に建てる案も出たが、最終的にはどの地域か

参考資料 1 
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らもアクセスが良い場所に建てることが決定した。大淀町福神は吉野病院、五條病院との距離は 10km、

車で 20 分弱に位置していることから、各病院との連携が可能であることも考慮された。 

平成 28 年 4 月に南奈良総合医療センターとして新設された病院で急性期医療が新たに行われること

となった。再編統合により医師数が増加し、医業収支も改善した。松本院長は再編統合計画を振り返

り概ね良かったと感じているが、同時にこれからの課題も抱えていた。特に市町村にとっては財政負

担が一番の課題であった。すでに財政状況が厳しいところが多く、救急医療・へき地診療所への支援

を充実させることを片方で旗を掲げていたが、一方では市町村へ一定の財務負担を求めた。 

今回の再編統合によって、南和地域の急性期患者の医療圏外流出は６割から３割に減少した。救急医

療機能の向上に伴い、医療圏外から入院患者が流入し、病床稼働率が 95%前後と高値を維持している

いっぽうで、重症急性期病床の不足が挙げられる。 

回復期機能は民間の軽症急性期と吉野病院・五條病院の回復期を併せることで、地域の必要病床数

を充足している。慢性期機能・介護機能は民間病院・施設との分担や連携を推進しているが、介護医

療院への転換については検討中である。 

 

２．参加者 

・国立保健医療科学院「地域医療構想の達成に向けた病院管理者のための組織マネジメント研修」の

参加者は、都道府県の推薦により参加する（公立公的）病院幹部職員 30 名程度である。 

・職業は医師が中心であり、臨床経験や病院管理業務経験を十分に有するベテランが多い。病院管理

者として多忙な業務から推薦を受けて出席しているため、授業への期待値は高いが、主体性につい

ては不確実性が高いと想定される。また、ケース討議の経験値はほとんどないと想定される。 

・いずれの参加者も病院管理者が地域医療構想や働き方改革を見据えた病院マネジメントに関する知

識・知見の修得を目指している。 

 

３．教育目的（この授業から学びたいこと） 
（１）イシュー 

医療従事者不足や人口減少、医師の働き方改革等によって、地域の急性期医療、周産期医療、救急

医療の維持が益々困難な状況にある。しかしながら、病院管理者はこのような課題を解決するために、

どのような問題解決方法があるかわからない。特に再編統合については、国による再編統合の議論に

対する不理解や拒否反応があると想定される。あるいは再編統合の必要性は知識として理解しつつも、

自院で再編統合を検討する場合、検討事項が多岐にわたり、どのように進めれば良いかわからない。 

 

（２）教育目的（複数案を提示） 

このケースから学ぶこと１：病院の再編統合という問題解決方法の考え方 

  公立公的医療機関が、人口減少・医師不足地域において急性期医療を提供し続けるために、複数の

病院を再編統合するという方法があることについて学ぶ。本ケースでは、以前より再編統合の必要性
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は検討されていたが、荒井知事による特命によって議論が加速化した。再編統合という病院経営の考

え方について、討議を通じて理解を深める。 

 

このケースから学ぶこと２：再編統合における経営形態の理解と病院経営戦略 

公立公的医療機関が再編・統合するスキームには、既存の自治体立病院以外にも地方独立行政法人、

企業団、連携法人等の法人形態がある。各形態の統治方法や財務・会計規則等に関する長所短所を理

解した上で、どの法人形態を選択することが妥当か。選択した法人形態によってどのような展開が予

想されるかを考える。これにより再編・統合における法人形態の考え方について学ぶ。 

 

このケースから学ぶこと３：再編統合のプロセスにおける諸課題への対応 

再編統合に関する諸課題について考える。再編統合に至るまでの課題と再編統合が決まって以降の

課題についてそれぞれ整理する、また、どの工程でどのような課題が生じることが予見されるか。そ

れぞれの課題についてどのように対応すべきかについて、討議を通じて、再編統合の実現に向けた問

題解決方法について理解を深める。 

 

このケースから学ぶこと４：再編統合に関する合意形成とステークホルダーとの交渉戦略 

再編統合を進めるためには、どのような合意形成が必要か、そのような場を設ける場合の体制や進

め方について討議を通じて理解を深める。特に、再編統合に関するステークホルダーを理解し、彼ら

とどのような交渉が必要を学ぶ。たとえば、地域住民の理解は、反対運動リスクや自治体政治的争点

となりかねないし、周辺医療機関の協力と信頼関係は必要不可欠と考えられる。本ケースの取り組み

方法を基軸に、ステークホルダーとの交渉戦略について学ぶ。 

 

このケースから学ぶこと５：再編統合に関する地域分析および財務分析 

再編統合を進める上で、自地域および近隣地域の人口統計、傷病別患者数、要介護者数などに基づ

き、再編統合によって提供すべき医療機能、病床規模や診療科などを得るために有効な資料やそれら

の分析方法について討議を通じて理解を深める。 

また、再編統合の対象となる医療機関の経営分析を財務の観点から考える方法について理解を深め

る。たとえば再編統合によって生じる費用（建物・設備関連費用、移転期間の減収）と、得られる財

務効果（診療報酬増・患者増・コスト減）について考える。また、再編統合に伴う行政の財政的課題

とその解決方法について討議を通じて理解を深める。 

本ケースの分析結果を事例に、再編統合によって最適な医療機関の規模・機能を決めるための分析

の考え方について学ぶ。 
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このケースから学ぶこと６：再編統合に関する組織マネジメント 

（本ケースに直接の言及がないことに留意） 

① 再編・統合に向けて新たな医療機関の病棟スタッフの人事はどのように進めるべきか。たとえ

ば再編・統合前の所属医療機関の運営主体によって異なる各医療機関の就業規則、給与規定、

福利厚生等についてどのような調整が必要かを考える。 

② 職員の意識変化には、どのような取り組みが有効か。本ケースから職員のモチベーションに関

する問題について、何が予見され病院管理者はどのような対応が必要かを考える。 

③ 院内の意思決定機関である会議体や委員会体制の場をどのように活用したかを考える。再編の

実現に向けて院内組織を活用する方法、期待できる効果とその限界について学ぶ。 

 

（３）討議を通じて考え、自分のものとして獲得してほしいこと 

①地域の医療を将来にわたって提供し続けるために、医療現場の観点から再編統合という選択肢があ

ることを理解する。また、再編統合は病院間だけでなく、都道府県や自治体を含めて検討が必要な

解決方法であることを学ぶ。再編統合は地域の課題を解決する有効な解決方法と考えられる一方で、

知事や行政の動きを待っていては議論が進まない。このことを踏まえ、本ケースは、他の地域にと

って参考になる点はどこにあるのか。病院管理者はどうすれば地域を動かすことができるかについ

て、討議を通じて議論を深める。 

②再編統合にあたっては、地域のステークホルダーとの協力・信頼関係が重要であり、再編統合を行

う病院同士の話し合いだけではないことを理解する。 

③再編統合を実現するにあたっては、再編統合によってどのような病院の規模、機能、診療科を設置

するかを具体的に確定させる必要がある。そのためには地域分析や医療需要予測に加え、財務分析

が必要不可欠である。また、再編統合を実施するためにはいくつかの合意形成が必要である。討議

を通じて、基本計画策定および合意形成のプロセスについて理解を深める。 

 

４．ディスカッション設問例 
＜学習目的①②を達成するための設問例＞ 

（１）南和医療圏公立 3 病院が再編統合を実現できた成功要因は何でしょうか？ 

  南和医療圏公立 3 病院の再編統合を妨げる阻害要因は何が考えられるでしょうか？ 

  南和医療圏公立 3 病院が抱える課題の解決方法は、再編統合以外にあるでしょうか？ 

 

＜学習目的③を達成するための設問例＞ 

（２）南奈良総合医療センターの基本計画作成には、どのような情報が必要でしょうか。 

   再編統合を実現するためには、誰とどのような合意が必要でしょうか。 

（３）あなたが県立五條病院の松本院長の立場だった場合、再編統合の基本計画について、自院の職

員に対してどのように説明しますか。
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＜設問設定に関するコメント＞ 

（１）クラス討議では設問１を踏まえて下記の問いかけから始める。 

本ケースを踏まえ、再編統合を実施する工程では、どのようなポイントがあるでしょうか。 

再編統合の成功要因を整理することが主眼であるが、契機となる事件や知事の積極姿勢等、機会に

恵まれたという消極的な発言も想定される。仮に機会に恵まれなかった場合、同様の成功要因をどの

ように作り出すか等、医療現場の立場からできる取り組みについても討議を行う。討議を通じて、教

育目的①に関する意見を引き出し、議論の進行に応じて②を狙う。 

 別な問いかけとして、地域の課題を解決するために再編統合以外の選択肢があるかどうかを問いか

け、再編統合との比較・整理を試みる。討議を通じて、教育目的①に関する意見を引き出す。 

 

（２）クラス討議では設問２を踏まえて下記の問いかけから始める。 

本ケースを踏まえ、新たな病院を計画するためには、何が必要でしょうか。 

再編統合によって新たな病院を計画するために必要なデータや検討事項を整理することが主眼であ

るが、議論が発散しがちなため、板書にて患者数・医師/看護師数等、カテゴリ別に分類し、教育目的

③に関する意見を引き出す。 

 

（３）設問１、設問２を踏まえて、「あなただったらどのように解決するか」という観点  から、松

本院長の立場に立った病院マネジメントの在り方についての理解を深める。 

   （１）（２）の再編統合に関する理解を深めた上で問いかけることが望ましい。 

 

 

以上 
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南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター 

 
2008年（平成 20年）７月１日、県立五條病院の院長に（就任した松本昌美医師は、これからの医療

を考える上で悩みを抱えていた。この地域で医師として長い間臨床を続けてきたこともあり、この地

域に愛着がある。しかしながら、医療従事者不足、急性期医療の脆弱化、建物の老朽化等、この地域

の医療を守るために、これからどうすればよいのか。松本院長は、これまでにない発想を視野にいれ

なければ解決はむずかしいだろう、そしてその道のりは決して平たんではないだろう、地域の医療を

守るための覚悟はあるが、どうやって解決に向けて手を打つべきか、その方法を考え続けていた。 

 
第一章  統合・再編の背景 
南和医療圏 
南和医療圏は奈良県南部に位置する 1 市、3 町、8 村より構成されている。広大なへき地・山間を抱

え、面積は 2,346k ㎡と奈良県の６割以上を占めるものの、人口は県のわずか１割にも満たない 76,835

人である(2015 年（平成 27 年）)。高齢化率（65 歳以上人口割合）は 29.75％(2007 年(平成 19 年))で

あるが、圏内には 6の病院（うち公立病院 3、精神科病院１）と 72の診療所しかなく、1町（大淀町）

を除いた全域が過疎地域に該当していた、県内でも医療機関が最も少ない地域であった。南和医療圏

の許可病床数 5 施設 771 床（精神除く）のうち、公立病院が 573 床を占めており、民間病院 2 施設は

療養病床が多い状況にあった。病院は主に南和地域の北部に存在しており、南部では著しい過疎化が

進行していた。住民は広大な土地に点在しており医療アクセスへの効率が悪い状況であった。診療所

も公立が多くを占めており、医師の高齢化や時間外診察・夜間救急の医療体制が問題となっていた。

過疎地域特有の公立病院で医療を何とか維持しているのが当時の状況であった。 

 南和医療圏に位置する公立三病院の概要は図表の通りであった。 

 

 

 
このケースは千葉大学医学部附属病院 佐藤大介、千葉大学医学部 磯村素微怜が、北里大学渋谷明隆教授の

指導により公表資料ならびに南和広域医療企業団 南奈良総合医療センター 松本昌美院長をはじめとする

南和広域医療企業団関係者へのインタビューに基づいて作成した。このケースは経営の巧拙を例示するもの

ではない。 

本ケースは令和３年度厚生労働科学研究費「地域医療構想の達成に向けた病院管理者のための組織マネジメ

ント研修プログラムの普及啓発のための研究（研究代表者 赤羽学）」にて作成するものであり、国立保健

医療科学院の許可を得ずに、いかなる部分の複製、検索ンステムヘの取り込み、スプレッドシートでの利用、

またいかなる方法(電子的、機械的、写真複写、録音・録画、その他種類を問わない)こよる伝送も、これを

禁ずる。 

Copyright© 佐藤大介、磯村素微怜、赤羽学、小林健一、種田憲一郎、柿沼倫弘、中西康裕、渋谷明隆

(2022 年 11 月作成) 問い合わせ先 dsato@chiba-u.jp− 

参考資料 2 
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 機能 開設年 病床数 医師数 診療科数 
県立五條病院 急性期 1972 年 199 床 25.7 人 13 
町立大淀病院 急性期 1955 年 275 床 13.0 人 9 
吉野町国民健

康保険吉野病

院 

急性期 1956 年 99 床 9.7 人 8 

＜表１ 公立三病院の比較表＞ 
 

公立三病院の内、唯一の県立病院は五條病院であった。五條病院では、2004年（平成 16年）以降、

医業収益・医師数は共に減少傾向にあり、2006 年（平成 18 年）には運用病床数を 199 床から 160 床

に縮小した。2008 年（平成 20 年）7 月、松本昌美医師が院長に就任した際にはこのように語っていた。 

「連携できることはやっていきたい。まだ議論されていないが病院再編も視野に入れ、五條病院が提

供できる医療を確立しておきたい。（中略）高齢者の多い地域性から、回復期リハビリや在宅ケア支援、

緩和ケア等で地域の中心的役割を果たす体制を構築したい」（奈良新聞 2008.7） 

 
公立三病院の課題と再編の必要性 
南和地域では過疎化と高齢化が進行する中、公立三病院の県立五條病院、町立大淀病院、吉野町国

民健康保険吉野病院（以下、国保吉野病院という）では、平成 16 年の医師臨床研修制度の開始以降、

奈良県立医科大学からの医師派遣が減少し、医師・看護師をはじめとする医療従事者の不足が深刻化

していた。常勤医師数の減少に伴う診療科の縮小・閉鎖による診療機能の低下、常勤麻酔科医の不在

による手術件数の減少等、急性期医療機能や救急医療の低下を招いていた。県立五條病院では、災害

医療、へき地医療、救急医療など５事業に関して一定の医療機能を担うことが期待されていたが、十

分な対応ができず、他の医療圏に患者を搬送する事例も見られていた。また、国保吉野病院は医師不

足から救急の輸番を外れることとなった。近隣の民間病院へ輸番を依頼せざるを得なくなり、この地

域の救急医療体制は逼迫していた。加えて公立三病院いずれも急性期医療を担っており医療資源の分

散や経営状況の赤字、施設の老朽化などが課題として挙げられていた。さらに地域住民が入院する場

合、その約６割が医療圏外に入院しており、へき地医療のあり方も課題となっていた。 

実際に公立三病院合計の 2004 年（平成 16 年）から 2008 年（平成 20 年）の５年間推移を見ると、

一日平均入院患者数は 400 人から 302 人へ減少（25％減）、一日平均外来患者数は 1328 人から 995 人

へ減少（25％減）、常勤医師数は 72 名から 51 名へ減少（25％減）、常勤看護師数は 285 名から 245 名

へ減少（10％減）、救急車搬送件数は 2,545 件から 2,095 件へ減少（20％減）、医業収益は 7,773 百万

円から 5,828 百万円へ減少（25％減９、経常収支から他会計繰入金を差し引いた実質収支は-1,604 百

万円から‐1,712 百万円と、赤字幅は 10％増加といった状況であった。 

公立三病院長はともに地域の救急医療を守りたいと感じていたものの、連携どころではないのが当時

の実情であった。一方で、医療資源を集約せざるを得ないとの思いは徐々に固まりつつあった。 
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奈良県の動き 
奈良県全体としても、医療従事者不足や周産期医療、救急医療体制の脆弱化が問題となっていた。

その事実が表沙汰になるきっかけとなったのが、2006年（平成 18年）の大淀病院事件である。町立大

淀病院に入院していた 32歳妊産婦の容態が急変し、担当医が高次機能病院への緊急搬送を試みたが 19

病院から受け入れを断られ、大阪府吹田市の国立循環器病センターに搬送されたが妊婦はその後、脳

出血で死亡し、世間からも大きな注目を浴びた。その翌年、2007年（平成 19年）に奈良県知事に初就

任した、荒井正吾知事は奈良県内の医療需要分析を明らかにした上で対策を打つよう指示した。2008

年（平成 20 年）には厚生労働省から武末技官が出向し、奈良県医療担当部長に就任した。武末技官は

知事の特命を受け、ヒアリングを中心とした県内の医療需要分析を進めていった。また知事により、

当時県立五條病院長であった松本昌美医師を含めた公立三病院長、武末医療担当部長、中川幸士医療

管理課課長 1が集められ、病院の方向性や奈良県地域医療についての議論を深めていった。 

 
南和地域再編へ向けた動き 
荒井知事が指示した奈良県の医療需要分析の結果が 2009 年（平成 21 年）に報告された。この中で

県立五條病院、国保吉野病院のあるべき方向性についても報告されており、公立三病院を再編する必

要性が明らかになった。また同年には、厚生労働省から平成 21 年度地域医療再生臨時特例交付金の交

付に基づき、全国都道府県が地域医療再生計画を提出し、給付された「地域医療再生計画」への支援

金の給付が行われ、再生基金を用いて何かできるのではないかと、再編に向けた機運が公立病院を設

置していた奈良県、大淀町、吉野町の公立３病院設置自治体の間で高まりつつあった。 

そんな中、町立大淀病院が老朽化により建て替えの財政支援に関する要望を知事に提出することと

なり建て替えの必要性や、規模、根拠が求められるなかで、南和地域全体の医療をどのように立て直

すのかという議論に発展し、病院再編へ向けた勢いはさらに加速していった。 

 

後に松本昌美院長はこう語っている。 

「行政側の動きと、医療側が再生させるための手だてを考えるのと同時進行的に考えていましたので、

非常にうまくいきました。医療のみ考えていてもいけません。」p.6

 
1 医療管理課は県庁の医療政策部に属し、県立４病院（奈良県立医科大学病院、県立奈良病院、県立三室病院、県立五條病院）を所管

する部署である。中川幸士氏は医療管理課の課長として、県立病院を担当していた。一方、2007 年（平成 19 年）に総務省から「公立

病院改革ガイドライン」が出されたことを受け、医療政策部に5事業を所管する地域医療連携課 公立病院改革グループができていた。

地域医療連携課が再生計画の起案から厚生労働省への提出を、医療管理課が県立病院における実行部隊を担っていた。課のフロアが近

かったこともあり、地域医療連携課と医療管理課間は良好なコミュニケーションが取れていた。 
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第二章  

Ⅰ. 再編に向けた取り組み 

 
県と町の協議、首長とのコミュニケーション 
一般的に病院の再編について住民、首長、議員の理解を得ることは困難である。多くの首長にとっ

て「医療」とは、拡張すると選挙で勝てるもの、縮小すると選挙で負けるものといった程度の理解に

とどまり、病院の数を減らす再編や統合については消極的である。そんな中、奈良県では荒井知事の

取り組みにより、県と市町村の役割分担の見直しや検討の必要な７３の業務について、知事と市町村

長が一堂に会して直接意見を交わして議論し、現状と課題を検証し方向性について合意形成と具体的

な協議を行う「奈良県・市町村サミット」が毎月のように開催されていた。このサミットを通して、

医療政策に対する理解に基づく再編や統合の必要性は市町村長間でも徐々に広まっていった。 

再編に関する県と町の協議は、奈良県医療管理課課長であった中川氏が主体となり進められた。当

初、県と町立病院設置2町の担当者の間で議論の場が設けられたが、県と２町の間で医療政策の理解に

関する相違や町財政の逼迫などから議論の進展は困難を極め、県立病院の病院長らを加えた4者で再協

議することとなった。 

 
公立三病院間のまとめ役任命 
公立三病院の院長を中心に医療体制について議論を進めるにあたって、公立三病院の院長は出身医

局は異なるものの皆同じ内科医という間柄でもあり協力関係は良好であったが、話し合いでは議論の

進展が難しいと考えた中川氏の提案により、当時県立五條病院の松本院長にまとめ役を務めるよう提

案した。 
 
医師会や近隣の病院・診療所の反応 
病院の再編統合について、地域の医師会や診療所からは、主要な疾患を中心に必要な入院や救急医

療を提供できる体制を望む声が出ており、前向きな反応であった。 

近隣の急性期病院からは、急性期において競合するところが出てくるのではないかと懸念の声が挙

がっていたが、再編後、急性期はダウンサイジングとなることを伝え、再編統合が必要であることの

理解を得た。近隣の回復期・療養期病院からは、表立った反対はなかったものの、再編後は療養病床

が増えることもあり、患者が取られるのではないかと懸念している様子が伺えた。奈良県や松本院長

は、急性期の体制が整うことで、回復期・療養期へ送られる患者数が結果的には増えるであろうこと

を説明し理解を得た。病院がなくなるといった誤情報の拡散など一部難渋した場面もあったものの、

病病連携・病診連携を通し共に一緒に進んでいく姿勢を示すことで、近隣の病院からの協力を得るこ

とに成功した。
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協議会組織の立ち上げ、構成員の人選、根回し 
2012 年（平成 22 年）に「南和の医療体制のあり方推進組織」が立ち上がった。 

協議会は、五條市長及び吉野郡 3町 8村の町村長及び奈良県知事により構成された。その中心となる

医療部会は南和地域の公立病院、地元医療関係者代表、へき地医療関係者、保健所長により構成され

た。 

 
事務局の構成、体制、再編案 
協議会では事務局を先に立ち上げ、組織体制を強化した。事務局には五條市、吉野町、大淀町、下

市町及び奈良県職員が参加した。構成員の約半数は奈良県職員であった。事務局が複数の市町村なら

びに県の職員で構成されているのは当時珍しく、特徴的であった。 

協議を重ねた結果、2014年（平成 24年）に南和広域医療組合が設立され、再編案が決定した。再編

案では、①急性期病院である南奈良総合医療センターを新築し急性期の患者を集める ②大淀病院は老

朽しているため廃院とする ③五條病院と吉野病院を縮小して療養型病院として再構築する、の 3 点を

基本とした。2016年（平成 28年）には南和広域医療組合は地方公営企業法の全適用となり、企業団方

式の経営形態による病院開設を開始することとした。 

 

Ⅱ. 新構想の考え方・プラン 
奈良方式の地域医療構想では、重症の救急や高度医療を担う「断らない病院」と地域包括ケアを支

える「面倒見の良い病院」を中心としている。そこで、南和地域では前者を南奈良総合医療センター、

後者を企業団３病院で担うこととなった。 

 

医療需要予測 
医療再編の基本計画において医療機能、医療需要バランスを見て病床数を決定することとした。医

療需要は 2011 年度（平成 23 年度）の実績から推計した。入院患者数は、2011 年（平成 23 年度）時

点での公立３病院の一日入院患者数は 304 人であり、内 204 人は急性期患者、100 人が回復期患者で

あった。再編後は救急医療・専門医療の充実により入院患者の医療圏外への流出が６割から４割へ低

減することに加えて近隣からの流入を予想し、急性期病床の稼働率を 90％として想定した。同様に慢

性期の病床数も、高齢化に伴う慢性期患者の増加や他医療圏への流出の低減を踏まえて予測した。想

定された必要病床数は、救急病院で必要となる病床数（南奈良総合医療センター）は 232 床、回復期

機能・慢性期機能等の地域医療を担う病床数（吉野病院・五條病院）は 180 床となる医療需要予測と

なった。 
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外来患者数 

2011 年（平成 23 年度）時点での３病院の 1 日平均外来患者数は 901 人であった。将来的にも外来

患者数は大きく変化しないと推定し、救急病院（南奈良総合医療センター）で約 650 人/日、地域医療

を担う医療機関（吉野病院・五條病院）で約 250 人/日（内科ならびに整形外科中心）となる医療需要

予測となった。 

 
病床規模・機能・診療科・体制 
再編統合の計画実施にあたり、まず、南和広域医療組合を設置し意思決定組織を設立することとし

た。当初は 2012 年（平成 23 年）1 月 23 日一部事務組合（地方公営企業法非適用、その後 2015 年 8

月に地方公営企業法一部（財務規定）適用）設立が許可されて以降、協議会、運営会議等の議論を経

て、南奈良総合医療センターが急性期病院として新築され、大淀病院は廃院、吉野病院と五條病院は

縮小し回復期・慢性期病院として再構築されることが正式に決定した。 

医療需要予測に基づき、南奈良総合医療センターは 232 床、吉野病院・五條病院は 186 床となり、

新体制は 2018年（平成 28年）4月から運用することが決定した。また地域の病院や診療所に加えて、

奈良県立医科大学附属病院とも連携を強化し、奈良県立医科大学による医師派遣と地域医療の医師確

保に務めることとされた。   

南奈良総合医療センターの立地については再編の議論が進んだ後、大淀町福神に決定した。最も人

口が多い五條市に建てる案も出たが、最終的にはどの地域からもアクセスが良い場所に建てることが

決定した。大淀町福神は吉野病院、五條病院との距離は 10km、車で 20 分弱に位置していることから、

各病院との連携が可能であることも考慮された。 

後に松本院長はこう語っている。 

「その地域のあるべき医療の姿についてきちんと話し、そのために何が必要なのかについて考えます。

何が必要なのかが見えてきたときに、現在のものをどのように持っていくのか話さなければ進みませ

ん。」（p.16） 

2016 年（平成 28 年）4 月 1 日、地方公営企業法の全部適用に伴い、南和広域医療組合は南和広域医

療企業団へ移行され（平成 28 年 2 月 1 日総務大臣許可）、平成 28 年 4 月、南奈良総合医療センターが

常勤医師数 54 名で開院した。総事業費約１９６億円は地域医療再生臨時特例交付金（約 55 億円）、医

療施設耐震化臨時特例交付金（8.5 億円）および構成市町村事業費負担金（約 62 億円）、起債（病院事

業債）（約 70 億円）ならびに一般財源を財源とした。 

新体制で活用する病院の土地・建物について、南奈良総合医療センター・看護専門学校の土地は買

収して新設、継続して活用する吉野病院の病院敷地と建物は買収、五條病院の土地・建物は協定によ

り無償貸借して大規模改修を行った。また、医療機器や什器は資産台帳の簿価により新体制で使用す

る物に限り引き継ぎ、診療材料や薬品は時価で引き継ぐこととした。 

医師は再編統合前からの医師 48.4 名（五條病院 25.7 名、大淀病院 13.0 名、吉野病院 9.7 名）から

2017 年 4 月 1 日時点で医師 67.0 名（南奈良総合医療センター58.2 名、吉野病院 5.8 名、五條病院 3.0
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名）となった（医師数はいずれも常勤換算数）。また、南奈良総合医療センターには地域中核病院とし

て救急医療・へき地医療を強化し 25 の診療科と 9 つのセンター機能を備え救急センターの設置やヘリ

ポート設置を行い、へき地の救急センターとして 365 日 24 時間断らない二次救急医療体制を整備した。

南奈良総合医療センターの年間救急搬送受入件数は再編前の３病院合計約 2,000 件（2008 年度）の倍

を上回る 4,000 件以上（2016 年度）となった。 

吉野病院は 2016 年４月に常勤医師数 6 名で開院した。外来診療は内科と整形外科を行い、在宅療養

支援病院として認定されている。五條病院は 2017 年 4 月に常勤医師数 3 名で開院した。外来診療は内

科と整形外科を行い、在宅療養支援病院として認定されている。南奈良総合医療センター・五條病

院・吉野病院の医療連携体制について、吉野病院では南奈良総合医療センターからの転院が病床数の

半分、五條病院では病床数の 7 割を占めている。 

 

再編前後の推移 
再編前後で三病院の医師数は 45 人（2015 年（平成 27 年））から 75 人（2018 年（平成 30 年））、看

護師数は 286 人（2015 年（平成 27 年））から 314 人（2018 年（平成 30 年）へ増加した。急性期機能

の向上、病院役割の明確化による奈良県立医大の各医局からの協力、症例集積や研修機能の向上によ

る若手医師への魅力向上によって診療科の増加・強化を得ることができ、再編は医師確保へ一定の効

果を認めた。 

1 日平均外来患者数は 747 人（2015 年（平成 27 年）から 760 人（2018 年（平成 30 年）と推移し

た。1 日平均入院患者数は 262 人（2015 年（平成 27 年）から 359 人（2018 年（平成 30 年）と年々

増加している。収支については、2016年度から南和広域医療企業団として運営開始後、「医業収益」等

の収入は年々増加している（2019 年度、2020 年度も増加傾向）。また、収入から費用を差し引いた

「経常収支」は、南和広域医療企業団として運営を開始した初年度（2016 年度）は－764 百万円と苦

しい赤字のスタートだったが、翌年度以降赤字の額は減少し、2018 年度には－73 百万円まで減少した。 

財政負担策（軽減策）（資料 4-1 奈良地域医療再生計画 p.27-28） 
南和地区医療再編統合計画について、市町村にとっては財政負担が一番の課題であった。すでに財

政状況が厳しいところが多く、救急医療・へき地診療所への支援を充実させることを片方で旗を掲げ

ていたが、一方では市町村へ一定の財務負担を求めた。 

初期投資の全体事業費 160 億円は、国の再生交付金 50 億円と起債で負担した。起債には交付税措置

率の高い病院事業債と過疎対策事業債を利用した。過疎対策事業債は過疎地域において利用が可能な

起債である。交付税措置として国からの算入額が 7 割と、通常の算入額（4 分の１）よりも高い点が特

徴である。交付税措置後の市町村一般財源負担については、県が半額負担した。最終的に市町村負担

は多いところで年間数千万円程度、小さい村では年間 200 万円程度の負担となった。 
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今後の課題 
地域医療構想の実現に向け、高度急性期は奈良県立医科大学附属病院と連携し推進していく予定で

ある。今回の再編統合によって、南和地域の急性期患者の医療圏外流出は６割から３割に減少した。

救急医療機能の向上に伴い、医療圏外から入院患者が流入し、病床稼働率が 95%前後と高値を維持し

ている一方で、重症急性期病床の不足が挙げられる。 

回復期機能は民間の軽症急性期と吉野病院・五條病院の回復期を併せることで、地域の必要病床数

を充足している。慢性期機能・介護機能は民間病院・施設との分担や連携を推進しているが、介護医

療院への転換については検討中である。 

 
再編統合を振り返って：松本昌美院長 

2021 年（令和 3 年）、松本院長はこの再編を振り返り次のように語っている。 

今回の再編統合計画は基本的には良かったと思う。高度医療を含めた機能向上により、救急外来の

患者数も増えてきている。他医療圏に入院していた患者の2割が戻ってくると見込んだのは正解であっ

た。稼働率が 95％以上でも、五條病院と吉野病院があり転院させることができるので病床を回せては

いる。一方で、今回の新型コロナウイルス感染症のような有事の対応を考えると、急性期を少し圧縮

しすぎたことは誤算であったが、今後さらに地域の高齢者の減少や看取りの推進が進み、在宅や施設

でも診ていくことを考えると、この計画で継続できるのではないかと感じている。 

現状では南奈良総合医療センターは南和医療圏の急性期を診ることで精一杯である。隣接する医療

圏の急性期機能も診ることができる病床規模とする選択肢もあったかもしれないが、正確な予測は難

しく、病床数や医療機能が最適であるかどうかは開設しないとわからない点で不安であった。 

再編統合を進めるためには、患者にとって必要な医療を、最適にシームレスにどのように提供する

かがキーワードだ。救急から回復期・慢性期、在宅医療、さらには介護へきちんと繋いでいくことが

できるような体制づくりには課題が残っているが、引き続き取り組んでいきたい。 

 
以上 
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山下県総合医療センター 
 

2008年（平成 20年）７月１日、山下県立森田病院の院長に就任した米倉医師は、これからの医療を

考える上で悩みを抱えていた。この地域で医師として長い間臨床を続けてきたこともあり、この地域

に愛着がある。しかしながら、医療従事者不足、急性期医療の脆弱化、建物の老朽化等、この地域の

医療を守るために、これからどうすればよいのか。米倉院長は、これまでにない発想を視野にいれな

ければ解決はむずかしいだろう、そしてその道のりは決して平たんではないだろう、地域の医療を守

るための覚悟はあるが、どうやって解決に向けて手を打つべきか、その方法を考え続けていた。 

  
北方地域の医療圏 
北方地域医療圏は山下県南部に位置する 1 市、3 町、8 村より構成されている。広大なへき地・山間

を抱え、面積は山下県全体の６割以上を占めるものの、人口は県のわずか１割にも満たない 70,000 人

である。高齢化率（65 歳以上人口割合）は 30％であるが、圏内には 6 の病院（うち公立病院 3、精神

科病院１）と 72 の診療所しかなく、1 町を除いた全域が過疎地域に該当する県内でも医療機関が最も

少ない地域であった。北方地域医療圏の許可病床数 5施設 700床（精神除く）のうち、公立病院が 500

床を占めており、民間病院2施設は療養病床が多い状況にあった。病院は主に北方地域の北部に存在し

ており、南部では著しい過疎化が進行していた。住民は広大な土地に点在しており医療アクセスへの

効率が悪い状況であった。診療所も公立が多くを占めており、医師の高齢化や時間外診察・夜間救急

の医療体制が問題となっていた。過疎地域特有の公立病院で医療を何とか維持しているのが当時の状

況であった。 

 北方地域医療圏に位置する公立三病院の概要は図表の通りであった。 
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 機能 開設年 病床数 医師数 診療科数 
山下県立森田病

院 
急性期 1970 年 199 床 

（ 160 床 に 縮

小） 

25 人 15 

X 町立病院 急性期 1950 年 300 床 13 人 10 
Y 町国保病院 急性期 1960 年 99 床 10 人 9 

＜表１ 公立三病院の比較表＞ 
 

公立三病院の内、唯一の県立病院は森田病院であった。森田病院では、2004年（平成 16年）以降、

医業収益・医師数は共に減少傾向にあり、2006 年（平成 18 年）には運用病床数を 199 床から 160 床

に縮小した 

 

公立三病院の課題と再編の必要性 
北方地域では過疎化と高齢化が進行する中、公立三病院の山下県立森田病院、X 町立病院、Y 町国保

病院では、平成 16 年の医師臨床研修制度の開始以降、山下県立医科大学からの医師派遣が減少し、医

師・看護師をはじめとする医療従事者の不足が深刻化していた。常勤医師数の減少に伴う診療科の縮

小・閉鎖による診療機能の低下、常勤麻酔科医の不在による手術件数の減少等、急性期医療機能や救

急医療の低下を招いていた。山下県立森田病院では、災害医療、へき地医療、救急医療など５事業に

関して一定の医療機能を担うことが期待されていたが、十分な対応ができず、他の医療圏に患者を搬

送する事例も見られていた。また、Y町国保病院は医師不足から救急の輸番を外れることとなった。近

隣の民間病院へ輸番を依頼せざるを得なくなり、この地域の救急医療体制は逼迫していた。加えて公

立三病院いずれも急性期医療を担っており医療資源の分散や経営状況の赤字、施設の老朽化などが課

題として挙げられていた。さらに地域住民が入院する場合、その約６割が医療圏外に入院しており、

へき地医療のあり方も課題となっていた。 

実際に公立三病院合計の 2005 年（平成 17 年）から 2010 年（平成 22 年）の５年間推移を見ると、

一日平均入院患者数は 400 人から 300 人へ減少（25％減）、一日平均外来患者数は 1300 人から 1000

人へ減少（25％減）、常勤医師数は 70 名から 50 名へ減少（25％減）、常勤看護師数は 280 名から 240

名へ減少（15％減）、救急車搬送件数は 2500 件から 2000 件へ減少（20％減）、医業収益は 7700 百万

円から 5800 百万円へ減少（25％減、経常収支から他会計繰入金を差し引いた実質収支は-1600 百万円

から‐1700 百万円と、赤字幅は 10％増加といった状況であった。 

公立三病院長はともに地域の救急医療を守りたいと感じていたものの、自院の経営で精一杯であり

連携どころではないのが当時の実情であった。一方で、医療資源を集約せざるを得ないとの思いもあ

った。 
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山下県の動き 
山下県全体としても、医療従事者不足や周産期医療、救急医療体制の脆弱化が問題となっていた。

その事実が表沙汰になるきっかけとなったのが、2006年（平成 18年）のX町立病院事件である。X町

立病院に入院していた妊産婦の容態が急変し、担当医が高次機能病院への緊急搬送を試みたが 19 病院

から受け入れを断られ、妊婦はその後、脳出血で死亡し、世間からも大きな注目を浴びた。その翌年、

山下県知事に初就任した役所知事は、山下県内の医療需要分析を明らかにした上で対策を打つよう指

示した。2008年（平成 20年）には厚生労働省からA技官が出向し、山下県医療担当部長に就任した。

A技官は知事の特命を受け、ヒアリングを中心とした県内の医療需要分析を進めていった。また知事に

より、当時山下県立森田病院長であった米倉医師を含めた公立三病院長、A 医療担当部長、B 医療管理

課課長が集められ、病院の方向性や山下県地域医療についての議論を深めていった。 

翌年、役所知事が指示した山下県の医療需要分析の結果が報告された。この中で山下県立森田病院、

Y町国保病院のあるべき方向性についても報告されており、公立三病院を再編する必要性が明らかにな

った。 

そんな中、さらに X 町立病院が老朽化により建て替えの財政支援に関する要望を知事に提出するこ

ととなり建て替えの必要性や、規模、根拠が求められるなかで、北方地域全体の医療をどのように立

て直すのかという議論が加速していった。 

 

県と町の協議、首長とのコミュニケーション 
一般的に病院の再編について住民、首長、議員の理解を得ることは困難である。多くの首長にとっ

て「医療」とは、拡張すると選挙で勝てるもの、縮小すると選挙で負けるものといった程度の理解に

とどまり、病院の数を減らす再編や統合については消極的である。そんな中、再編に関する県と町の

協議は、山下県医療管理課課長であった B 氏が主体となり進められた。当初、県と町立病院設置 2 町

の担当者の間で議論の場が設けられたが、県と２町の間で医療政策の理解に関する相違や町財政の逼

迫などから議論の進展は困難を極め、県立病院の病院長らを加えた 4 者で再協議することとなった。 

 
公立三病院間のまとめ役任命 
公立三病院の院長を中心に医療体制について議論を進めるにあたって、公立三病院の院長は出身医

局が異なるものの皆同じ内科医という間柄でもあり協力関係は良好であったが、話し合いでは議論の

進展が難しいと考えた B 氏の提案により、山下県立森田病院の米倉院長にまとめ役を務めるよう提案

した。 

 
医師会や近隣の病院・診療所の反応 

病院の再編統合案について、地域の医師会や診療所からは、主要な疾患を中心に必要な入院や救急

医療を提供できる体制を望む声が出ていた。いっぽうで近隣の急性期病院からは、急性期において競

合するところが出てくるのではないかと懸念の声が挙がっていた。近隣の回復期・療養期病院からは、
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表立った反対はなかったものの、再編後は療養病床が増えることもあり、患者が取られるのではない

かと懸念している様子が伺えた。そのほか、病院がなくなるといった誤情報の拡散があった。 

 
協議会組織の立ち上げ 

2012 年（平成 22 年）に「北方地域の医療体制のあり方推進組織」が立ち上がった。 

協議会は、市長及び近隣の 3町 8村の町村長及び山下県知事により構成された。その中心となる医療

部会は北方地域の公立病院、地元医療関係者代表、へき地医療関係者、保健所長により構成された。

協議会では事務局を先に立ち上げ、組織体制を強化することとした。事務局には市町村職員及び山下

県職員が参加し、構成員の半数は山下県職員であった。事務局が複数の市町村ならびに県の職員で構

成されているのは珍しく、特徴的であった。協議会では、３公立病院の立て直し策として、再編する

か、あるいは現状維持とするかが大きな議題であった。また、再編する場合はどの病院をどのような

機能・規模とするかについても協議が必要であった。 

 そこで協議会は、再編基本計画案を作成するために、医療機能、医療需要のバランスを見て、病床

数を決定する必要があると考え、次のような医療需要の推計を行った。 

医療需要は 2011年度（平成 23年度）の実績から推計した。入院患者数は、2011年（平成 23年度）

時点での公立３病院の一日入院患者数は 300 人であり、内 200 人は急性期患者、100 人が回復期患者

であった。再編後は救急医療・専門医療の充実により入院患者の医療圏外への流出が６割から４割へ

低減することに加えて近隣からの流入を予想し、急性期病床の稼働率を 90％として想定した。同様に

慢性期の病床数も、高齢化に伴う慢性期患者の増加や他医療圏への流出の低減を踏まえて予測した。

想定された必要病床数は、救急病院で必要となる病床数（山下県総合医療センター）は 230 床、回復

期機能・慢性期機能等の地域医療を担う病床数（Ｘ町率病院・Ｙ町国保病院）は 180 床となる医療需

要予測となった。 

また、2011 年（平成 23 年度）時点での３病院の 1 日平均外来患者数は 900 人であった。将来的に

も外来患者数は大きく変化しないと推定し、救急病院（山下県総合医療センター）で約 650 人/日、地

域医療を担う医療機関（Ｘ町率病院・Ｙ町国保病院）で約 250 人/日（内科ならびに整形外科中心）と

なる医療需要予測となった。 

 こうした医療需要の予測と現在の３公立病院の現状を鑑み、病院を再編統合する方向で基本計画案

を作成することとした。 

 

病床規模・機能・診療科・体制 
再編統合計画案では、山下県総合医療センターを急性期病院として新築し、Ｘ町立病院は廃院、Ｙ

町国保病院と森田病院は縮小し回復期・慢性期病院として再構築する案とした。 

医療需要予測に基づき、山下県総合医療センターは 232 床、Ｙ町国保病院・森田病院は 186 床とし

た。また地域の病院や診療所に加えて、山下県立医科大学附属病院とも連携を強化し、山下県立医科

大学による医師派遣と地域医療の医師確保に務めることとした。  
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 再編する場合の立地については最も人口が多い森田市に建てる案と、どの地域からもアクセスが良

い中間地点の場所に建てる案が挙げられた。後者の場合は駅から離れた場所に位置するため、患者の

アクセスに関する対応が必要であると考えられた。 

また、再編し病院を建て替え移転する場合、総事業費約１９６億円が必要と推計された。国からの

補助金で約 60 億円は供出可能だが、市町村の負担金は約 62 億円となる試算結果であった。残額約 70

億円は病院事業債と一般財源で賄う必要があることが試算された。 

再編によって地域中核病院として救急医療・へき地医療を強化するためには、25 の診療科と 9 つの

センター機能のほか、救急センターの設置やヘリポート設置を行い、へき地の救急センターとして 365

日 24 時間断らない二次救急医療体制を整備する必要があることが試算された。年間救急搬送受入件数

は現在の３病院合計約 2,000 件（2008 年度）の倍を上回る 4,000 件以上が必要となることが試算され

た。また、こうした再編統合計画案に挙げられた機能を持つ病院を経営するために、市町村にとって

は財政負担が一番の課題であった。すでに財政状況が厳しいところが多く、救急医療・へき地診療所

への支援を充実させることを片方で旗を掲げていたが、一部では市町村へ一定の財務負担を求められ

ることに対して反対の声もあがっていた。 

 

米倉院長の考え 
再編統合計画案は基本的には良い計画だと思う。高度医療を含めた機能向上により、救急外来の患

者数も増えるのではないか。他医療圏に入院していた患者の2割が戻ってくると見込めるし、稼働率が

95％以上でも、森田病院と野原病院へ転院させることができるので病床を回せるのではないか。 

しかしながら、この計画では山下県総合医療センターは北方地域医療圏の急性期を診ることで精一

杯である。規模をより大きくし、隣接する医療圏の急性期患者も診ることができる病院とする計画案

もあるかもしれない。いずれにしても正確な予測は難しく、病床数や医療機能が最適であるかどうか

は開設しないとわからないだろう。 

以上 
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授業計画書「山下県総合医療センター」 

１．ケース教材 

山下県立森田病院の院長に新たに就任した米倉医師は、これからの山下県北方地域医療圏の医療機

能を維持するために、これまでにない発想を視野にいれて解決しなければならないと感じていた。当

時、医療従事者不足や周産期医療、救急医療体制の脆弱化等、過疎地域特有の公立病院で医療を何と

か持たせている状況であったが、ある年、X病院に入院していた妊婦の容態が急変し、担当医が高次機

能病院への緊急搬送を試みたが、19 病院から受け入れを断られ、妊婦はその後死亡する事件が起き、

世間からも大きな注目を浴びた。 

再編統合の議論にあたっては米倉院長と山下県庁の A 氏・B 氏とが中心である。米倉院長は、素晴

らしい計画案と感じているが、本計画に不安や反対に感じる利害関係者と合意が得られるか。病院を

健全に経営できるかという課題に対して使命感と不安を感じていた。 

 

２．教育目的（この授業から学びたいこと） 
医療従事者不足や人口減少等によって、地域の医療を維持することは困難な状況にある。このよう

な課題を解決するために、複数の病院を集約化させる再編・統合は有効であるが、地域住民や周辺施

設にとっては、病院がなくなることや新病院ができることに対する拒否反応がある。そのような状況

下にあって、病院経営者が変革を伴う計画案を進めるために必要なことについて議論し理解を深める。 

このケースから学ぶこと：様々な利害関係者との合意に向けて必要な考え方 

1)医療という分野は公共性が強いことから、周辺施設との共存が特に必要である。いっぽうで環境変

化による共倒れを防ぐために、地域の医療需要に合わせた変革も必要である。 

2)変革を伴う経営判断や組織行動を進める場合、実現は簡単ではない。利害関係者を理解し、変革を

成し遂げなければならない場面での考え方について学ぶ。 

 
３．ディスカッション設問 
設問１ 

公立 3 病院の再編統合の計画案について、賛成しない利害関係者（反対・条件次第）にはどのよう

な者・組織が考えられるでしょうか？その理由や条件は何でしょうか？ 

設問２ 再編統合の計画案を進めるために、米倉院長に必要なことは何でしょうか？ 

＜設問設定に関するコメント＞ 

・登場人物の立場からの問題点を引き出し、関係図を整理することが主眼である。 

・様々な分野の経験を持つ参加者の意見を引き出し、変革を実行する者の資質や能力に加え、目的を

達成させる「企図」について整理することを目指す。 

・計画案の是非を議論するよりも、企図には、論理だけでなく感情も重要な要素であることを理解す

る。 

参考資料 4 
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４．討議運営計画 
（１）討議運営 

■導入【５分/５分】 

まずはじめに、日本の人口は 2023年１月１日現在で１億 2477 万人、前年同月に比べ約 53万人減少

していることを紹介する。参加者に関わりのある東京都八王子市（58 万人）、兵庫県姫路市（52 万人）、

千葉県松戸市（49 万人）が約 1 年で消失する程の人口減少であることをイメージしていただき、特に

地方の人口減少が加速化していることを共有する。 

上述の人口減少社会を考えると、参加者の地元でも起こり得ることを紹介する。 

 

■設問１の討議運営【20 分/25 分】 

（１）クラス討議では設問１・設問２を踏まえて下記の問いかけから始める。 

この計画案の問題は何でしょうか？関係する登場人物の立場になって議論しましょう。 

特に反対・条件付き賛成と思われる利害関係者の意見を徹底的に洗い出す。再編統合以外の選択肢

について意見が出た場合、「誰がその意見を言うでしょうか？」と問い直し整理する。 

意見が十分に出ない場合、 

「皆さんの自宅から近くて普段通院している病院が無くなる案だったら、どうですか？」 

「皆さんが新病院の近くで診療所を経営していたら、どうですか？」 

「皆さんが市議会議員や町議会議員で、地元住民から言われたら、どうですか？」 

等、発言を促す。計画案を是とする前提に立たず、あくまで利害関係者の立場で進行する。 

板書1に基づき、本ケースにおける院長に関係する登場人物を整理する。登場人物が再編統合の計画

案に対して賛成しないならば、どのような問題点が指摘されるか意見を問う。 

また、登場人物以外で再編統合の計画案に関係する者・組織の可能性についても発問することで、

実際には多様な利害関係者が存在し得ることを理解し、計画案を進める上で生じる障壁の程度につい

て、理解を深める。 

・地域の医師会や診療所：新病院が出来ると、自院の患者を奪われる。患者を紹介したら戻ってこないかもしれない。 

・近隣の（急性期）病院：大きな競合病院ができることで、患者を失う可能性が懸念される。 

・近隣の（療養）病院：計画案では療養病床も増えるため、患者を失う可能性が懸念される。 

・県立森田病院、Ｘ病院、Ｙ病院の院長：心理的抵抗や、職員の雇用や待遇が不確実なことに懸念があるかもしれない。 

・県立森田病院、Ｘ病院、Ｙ病院の職員：解雇や給料減の不安。役職に就けない、異動先での人間関係が不安だ。 

・北方地域に住む住民：自分が通っていた医者はどうなるのか？これまで通り通えるのか。メリットはあるのか？ 

・県知事・職員（Ａ技官・Ｂ課長）：計画案を問題なく進めるため協力者。 

・森田市長及び近隣の 3 町 8 村の町村長および議員：本計画案に賛成することで票を失うかもしれない。 
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■設問１からの発問【20 分/45 分】 

設問１の議論を踏まえ、下記の問いかけを行う。 

では、今から米倉院長の立場に変わってください。計画案を何としても実現したい院長として、利害

関係者らを説得してください。 

問題点を指摘する立場から、計画案を進める米倉院長の立場へ変えることで「自分だったらどのよ

うに解決するか」という意識を持ち、どの利害関係者に対し、どのような方法や内容で説得し、合意

を得ることができるかについて議論する。 

急な立場の変更に、当初は挙手がない可能性がある。もし意見が出ない場合は、下記の発問に言い換

えることによって発言を促す。その後、議論を戻す。 

（発問）これまで問題点を聞いてきましたが、逆に、この公立3病院の再編統合の計画案の「良いとこ

ろ」は何でしょうか？ 

（発問）この公立 3 病院の再編統合の計画案に「賛同している協力者」はいますか？ 

想定される意見には下記が挙げられる。 

・このままでは救急医療を担う病院を作ることは不可能かつこれまでも達成されていないことから必要性を共有する。 

・患者数が増え経営は安定する。したがって医師・看護師・医療技術職・事務職の身分は保証することの安心感。 

・救急センターの設置やヘリポート設置を行い、365 日 24 時間断らない体制が整備できるという、夢を共有する。 

・医師の確保は県立医科大学の協力を取り付けているから問題はないという安心感。 

・仮にどちらの案が立地だとしても、患者のアクセスを確保する対応は保証すると伝える。 

・自前で医療機関を確保するよりも質の高い病院を利用できることで、住民の理解を得られるという期待感。等 

 

■発展討議の運営【20 分/65 分】 

（発展討議）計画を実行し目的を達成するためには、何が必要なのでしょうか？（設問２＋α） 

クラス討議では、多様な構成員の経験や所属分野の知見から、議論を深める。 

変革を実行するためには、変革者個人の資質や熱量（設問２）に加え、組織力の強さ、変革の時流

やタイミング等、目的を立て実現させる手段を計画する「企図」が必要である。 

本ケースの場合、米倉院長個人に必要なことと、計画案を進める組織にとって必要なことをそれぞれ

議論する。意見が出ない場合は、下記の発問に言い換えることによって発言を促す。 

 

（発問） 

この計画案はうまくいきそうでしょうか？うまくいくとすれば、その要因はどこにあるでしょうか？

逆にうまくいかないとすれば何が原因でしょうか？ 

クラス討議では医療以外の分野からの知見を引き出し、それが本ケースでも当てはまるかどうかに

ついても議論することで理解を深める。そのため、医療分野以外の参加者から意見が少ない場合は、

下記の発問に言い換えることによって発言を促す。 
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（発問） 

クラスの皆さんの中には様々な業界の経験をお持ちですが、似たような経験や知見はありますか？米

倉院長のような変革を実行する立場にある人には何が必要でしたでしょうか。 

変革を実行し、目的を達成させるために必要な事項について、下記の類型で整理する。 

１）論理的側面（ロゴス）：計画の大儀、実現可能性、組織ガバナンス、時流との整合性、起こり得る

問題への対応策、合意形成や意思決定の方法 

２）変革者の資質・情熱（パトス）：実行者・キーパーソンの存在、ビジョン、自身の 

位置 

３）関係者との信頼関係（エトス）：賛同者・賛同者が実行後も協力してもらえる人間 

関係 

 

■まとめ【5 分/70 分】 

本ケースでは、地域で変革が求められている病院の再編統合を視野に入れた組織変革に対し、それ

を実行する意思のある米倉院長に焦点を当てて議論を深めてきた。 

クラス討議を通じて、1)変革案に関係する人物や組織の立場から懸念事項を整理し、2)米倉院長の立

場になって、どのように実現させるかについて議論した。計画案の良いところ・ 問題点の双方の理

解を深めたことで、3)組織を変革し行動するためには、論理的要素、変革者の資質的要素、関係者と

の信頼関係が必要であることを学んだ。特に医療分野のような共存共栄が重要な場合、関係者との信

頼関係は変革が実行された以後も重要な要素である。 

最後に本ケースは実話を基に作成していること、本計画案に反対の意思を示す近隣病院から出禁に

された話や、公立２病院の院長から、まとめ役を任された経緯について紹介する。 
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＜板書＞ 本ケースに関するステークホルダーの利害関係図 

   

以上 
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厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業) 

地域医療構想の達成に向けた病院管理者のための組織マネジメント研修プログラムの 

普及啓発のための研究 

分担研究報告書（令和 4年度） 
 

地域医療構想の達成のための病院管理者向け研修の企画と評価 

 

研究分担者 小林健一（国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 上席主任研究官） 

研究分担者 福田 敬（国立保健医療科学院 保健医療経済評価研究センター センター長） 

研究分担者 種田憲一郎（国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 上席主任研究官） 

研究分担者 柿沼倫弘（国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 主任研究官） 

研究分担者 中西康裕（国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 研究員） 

研究代表者 赤羽 学（国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 部長） 

研究要旨 

 本研究は、重要な医療施策として進められている地域医療構想の達成に資するために、病院管理者を

対象とした人材育成プログラムを開発・実施・評価することを目的としている。 

 地域医療構想にはさまざまな要素が含まれているが、すでにいくつかの地域で実現されている医療機

関の再編統合は、非常に重要なテーマである。一方で、2024 年から本格施行される医師の働き方改革

は、各病院が提供する医療サービスに大きな影響を与えることから、地域医療構想との関連は大きいも

のである。 

 そこで本研究では、①病院の再編統合、②医師の働き方改革、の 2 つを重点テーマとした病院幹部職

員向け研修プログラムを開発し、国立保健医療科学院において実際に研修を実施することにより、地域

医療構想の達成のために必要な病院管理者向け研修の企画と評価を行った。なお今年度も令和 3 年度に

引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響のため、すべてのプログラムを Zoom によるオンライン形

式で研修を実施した。 

Ａ. 研究目的 

 本研究は、地域医療構想の達成に資するため

に、病院管理者を対象とした人材育成プログラ

ムを開発・実施・評価することを目的としてい

る。地域医療構想にはさまざまな要素が含まれ

ているが、すでにいくつかの地域で実現されて

いる医療機関の再編統合は、重要なテーマだと

思われる。とくに人口減少が予測される地域に

おいては、医療従事者の確保や、医療機関の施

設（再）整備にかかる財源確保は、喫緊の課題

であるといえる。 

 一方で、医師をはじめとする医療従事者の働

き方改革についても、重要な施策として進めら

れている。とくに医師の働き方改革は、各病院

が提供する医療サービスに大きな影響を与える

ことから、地域医療構想との関連は大きいもの

である。 

 そこで本研究では、①病院の再編統合、②医

師の働き方改革、の 2 つを重点テーマとした研

修プログラムを開発し、国立保健医療科学院に

おいて実際に研修を実施することにより、地域

医療構想の達成のために必要な病院管理者向け
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研修の企画と評価を行った。 

 

Ｂ．研究方法 

 国立保健医療科学院では、自治体職員や病院

職員を対象とした研修を実施しているが、地域

医療構想をはじめとする喫緊の医療政策推進に

直接的に資する研修は存在しない。そこで本研

究では、厚生労働省医政局地域医療計画課、同

医事課と緊密な連携をとりつつ研修プログラム

を開発した。この研修プログラムは、これまで

に本研究班で実施した調査結果から得られた知

見をもととして開発したものであり、受講者か

らのフィードバックや関連政策の進捗状況に応

じて随時見直しを行う前提で設計されている。

今年度は前年度に引き続き、地域医療構想にお

ける医療機関の再編統合を重点事項として位置

づけ、再編統合を題材としたケースメソッド方

式による演習を中心に据えて研修プログラムを

構成した。 

 研修の告知と受講者の募集については、厚生

労働省医政局地域医療計画課から都道府県の地

域医療構想担当課あてに事務連絡を発出し、受

講者の推薦を依頼した。都道府県からの受講推

薦者リストを国立保健医療科学院において受領

し、その後の事務連絡等は国立保健医療科学院

において行った。研修は 2 回実施し、その内容

はほぼ同一であるが、今年度はケースメソッド

で用いるケース教材が、第 1 回と第 2 回では異

なっている。 

 研修受講者からのプログラムに対する評価を

アンケートにより実施し、地域医療構想の実

現・働き方改革の推進に資する研修のあり方に

ついて検討を行った。 

 

（倫理面への配慮） 

 本研究では個人情報や人、動物を被験者等と

して取扱う研究ではないため、倫理上の問題は

生じない。 

 

Ｃ. 研究結果 

 令和 4 年度には病院管理者向け研修を、第 1

回（令和 4 年 12 月 13 日〜14 日の 2 日間）、第

2回（令和 5年 1月 24日〜25日の 2日間）の計

2回開催した。 

 受講者が所属する医療機関の設立主体別にみ

た修了者数は下表の通りであった。 

受講者所属病院の設立主体 第 1 回 第 2 回 

国（地域医療機能推進機構） 2 0 

国（国立病院機構） 0 1 

国（労働者健康安全機構） 0 1 

国（国立大学法人） 0 1 

公的医療機関 24 21 

社会保険関係団体 0 2 

医療法人 7 14 

その他（私立学校法人） 0 3 

その他（地域医療振興協会） 0 1 

その他（病院協会） 0 2 

計 33 46 

 

 職種別にみると、第 1回は医師 17名・看護師

1 名・医療ソーシャルワーカー2 名・事務 13 名

であり、第 2回は医師 35名・看護師 1名・薬剤

師 1 名・事務 9 名であった。職階では病院長の

参加が最も多かった。 

 

受講者による研修の評価 

 研修の全体的な評価について、研修終了後の

アンケートから抜粋する。 

（1）満足度について 

 第 1回研修 

１．とても良かった 15 名(48.4%) 

２．概ね良かった 15 名(48.4%) 

３．どちらかというと良かった 1 名(3.2%) 

４．良くなかった 0 名(0.0%) 

無回答（人数） 2 名 
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第 2回研修 

１．とても良かった 24 名(54.5%) 

２．概ね良かった 19 名(43.2%) 

３．どちらかというと良かった 1 名(2.3%) 

４．良くなかった 1 名(2.3%) 

無回答（人数） 2 名 

 

 全体的な満足度については、「とても良かっ

た」と「概ね良かった」を合わせると 90％を超

えており、高評価であった。 

 

（2）業務に役立つか 

 第 1回研修 

１．とても役に立つ 20 名(64.5%) 

２．概ね役に立つ 9 名(29.0%) 

３．どちらかというと役に立つ 2 名(6.5%) 

４．役に立たない 0 名(0.0%) 

無回答（人数） 2 名 

 第 2回研修 

１．とても役に立つ 25 名(56.8%) 

２．概ね役に立つ 17 名(38.6%) 

３．どちらかというと役に立つ 2 名(4.5%) 

４．役に立たない 0 名(0.0%) 

無回答（人数） 2 名 

 

 業務への役立ち度については、第 1 回研修で

は「とても」が 65％と高かったのに対して、第

2 回研修では 57％とやや低かった。プログラム

内容は同一であるので、受講者の知識・技術の

状況によって研修に対する評価が異なったもの

と考えられる。 

 

（3）研修内容についての個別意見 

 研修プログラム内容について自由記載いただ

いた個別意見を抜粋する。 

・地域医療構想を自院のこととして考える契機

になった。医師の働き方改革についても、給与

の見直し等参考になる部分があった。 

・グループワークを導入することで、セッショ

ンが双方向性となり、コンテンツを積極的に理

解することができた。 

・地域医療構想、医師の働き方改革に関する事

項を事務職、院長が主に取り組まれていたこと

から任せていた状況でした。実際には病床編成

の予定はありませんがその状況になった際にど

の部門と何を協働しなければいけないのかの流

れを学ぶことができました。 

・今後機会が得られれば、参加者を、公立・公

的医療機関と、個人立医療法人、200 床未満の

病院などの区分で開催していただきたいと感じ

ました。 

・グループワークで色々な視点で考えることの

重要性を実感した。自院のみでなく、近隣の病

院の状況を把握し、中長期目標を立案したい。 

・グループディスカッションが大変良かった。

また、ケーススタディについてもいろいろな角

度から検討ができ、具体的に自院にも当てはめ

て考える方法を学べました。 

・今まで受けたことのない教育を受けさせても

らえた。新たな知識が多く得られた。 

・この研修に参加なされている方の大半は長年

に渡り地域医療に携われてみえたと思われます

ので、演習については事前課題を増やすことで

対応できるのではないかと思いました。 

 

 今年度の研修受講者からの自由意見では、グ

ループディスカッションが良かったとの意見が

多数見られた。講義部分を最小限とし、受講者

どうしのディスカッションに対して多くの時間

を割いたプログラム編成について一定の評価が

得られたものと考える。またケースメソッドに

よる講義・演習について非常に高い評価となっ

ており、これまでに経験したことがない学習経

験だったとの声が多く寄せられた。 
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（4）受講環境についての個別意見 

・講義などオンデマンドでの視聴は可能でしょ

うか？ 後日、振り返って講義内容を確認で

きると良ありがたいです。 

・半日の 2 日間という設定も、業務との調整を

取りやすく、しっかりと研修に集中することが

できました。 

・Zoomをうまく使ったリモート研修。これは、

コロナ後も続けていただけると期待します。 

 

 研修の実施方法については、昨年度に引き続

きオンライン形式で研修を実施したが、厚生労

働省の講義（地域医療構想、働き方改革）を動

画撮影して遠隔教育システムに掲載し、事前に

視聴しておくことを義務づけて、研修日には質

疑応答と補足講義を行った。この方法は多忙な

病院幹部職員にとって利便性が高く、また動画

視聴とともに質問を事前に提出してもらったこ

とで、より効果的な学びとなったと考える。 

 

Ｄ. 考察   

 地域医療構想と医師の働き方改革という 2 大

重要施策について企画した本研修は、満足度・

役立ち度ともに一定の評価を受けたものと考え

る。ただし研修受講者の選定方法や、研修プロ

グラム内容について、引き続き検討・改善を講

じる必要がある。 

 

（研修受講者の選定について） 

 研修受講者の選定については、地域の状況が

さまざまであることから、都道府県の医療政策

（地域医療構想）担当課に一任したが、地域に

おける基幹病院の長を推薦した自治体と、機能

の見直しが必要な病院の長を推薦した自治体と

が混在していた。 

 地域の実情はさまざまであるので、研修受講

の選定要件を画一的に定めるのではなく、選定

の自由度を残すことが必要と考えるが、今後は

状況に応じて、受講者の選定要件を絞り込むこ

とも選択肢として考えられる。 

 

（研修プログラム内容について） 

 施策説明の講義はオンデマンド動画配信によ

り受講する方法は、多忙な病院長にとって利便

性が高いものとして高評価であった。また科目

としては、データの分析手法、ケースメソッド

による医療機関の再編統合に関する演習、働き

方改革に関する講義と演習については、とくに

高い評価を得ることができた。 

 一方で、受講者の病院およびその地域が抱え

る課題をもとにした演習を充実させてはどうか

との意見もみられた。 

 

Ｅ. 結論 

 医療政策にはさまざまな課題があるが、自治

体職員だけでなく実際に医療サービスを提供す

る病院等の医療機関が、当該医療政策の意義や

ねらいについて正しく理解し、実践する必要が

ある。とくにトップである病院長が、政策の推

進に向けて具体的な検討・意思決定を行うこと

が、地域医療構想の達成、医師の働き方改革の

推進において欠かせないものと思われる。医療

政策の理念をどのように具体的な行動へ落とし

込むかは、重要かつ難しい課題であり、研修内

容・実施方法について PDCA サイクルを継続し

て改善を図ることが重要と考える。 

 

Ｆ. 健康危険情報 

 該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表  

該当なし 

 

２．学会発表  

（１）地域医療構想の実現に向けた研修プログ

ラムの開発と実践、小林健一、第 81回日本公
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衆衛生学会総会シンポジウム、2022年 10月 7～

9日、YCC県民文化ホール、山梨県立図書館 

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得  

該当なし 

 

２．実用新案登録  

該当なし 

 

３．その他 

該当なし  
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厚生労働科学研究費補助金(地域医療基盤開発推進研究事業) 

「地域医療構想の達成に向けた病院管理者のための組織マネジメント研修プログラムの 

普及啓発のための研究」 

分 担 研 究 報 告 書（令和 4年度） 

 

地域医療構想のこれまでと今後の展望 

 

研究分担者 種田憲一郎（国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 上席主任研究官） 

研究分担者 小林健一（国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 上席主任研究官） 

研究分担者 柿沼倫弘（国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 主任研究官） 

研究分担者 中西康裕（国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 研究員） 

研究代表者 赤羽 学（国立保健医療科学院 医療・福祉サービス研究部 部長） 

 

 
 

Ａ. 研究目的 

医療を取り巻く環境は大きく変化しつつあ

り、地域の医療を支える医療機関においても、

その変化に適切に対応し、かつその変化を予

測し、戦略的に対応し続けること、すなわち

戦略的組織マネジメントが求められている。

その地域の医療を支える医療機関の長である

病院管理者は、医師として臨床には長けてい

るが、管理者としては、多くの場合、組織マ

ネジメントについて体系的に学習する機会が

なく、その研修プログラムが求められている。 

さらに個々の病院においては、人口高齢化に

伴う医療ニーズの多様化、医療技術の進歩等

による業務内容の専門分化と複雑化、診療科

の特徴や地理的条件等による医療人材の確保

が困難となるなど、病院職員の負担が課題と

なっている。これらについては、医師をはじ

めとする病院職員の働き方改革など、勤務環

境の改善などが、国の施策として進められて

いる。 

このような医療機能分化や働き方改革等の

施策に対応し、かつ安全で質が高く治療・ケ

アを効果的・効率的に提供するためには、各

研究要旨 

本分担研究においては、地域医療構想に関する政策と開発した研修プログラムの運用の実際に

ついてレビューし、今後の展望についても検討した。2040 年を見据えた人口構造の変化への対応、

具体的には人口減少地域における医療機能の維持、医療従事者も含めた生産年齢人口の減少に対

応するマンパワーの確保と医師の働き方改革に伴う対応は、喫緊の課題である。新型コロナウイ

ルス感染症の拡大により、地域医療を支える医療機関等の役割分担・連携の重要性が再認識され

た。地域医療構想調整会議の場が、各地域における持続可能な医療提供体制の構築に資すること

が期待されるが、具体的な取組みの実践のためには、以下の 2 つの人材育成が不可欠である：1)

県・地域全体の地域医療構想を推進できる人材、2)地域医療構想に資する個々の地域・医療機関

において、具体的な取組みを実践できる人材。とくに後者については、数日間かけて、他の同様

の立場の参加者とともに意見を交換しあいながら、体系的に学び、具体的な取組みにつながる参

加型の研修の機会が必要である。 
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病院の幹部職員の役割が極めて重要である。

しかしながら、経営管理・組織運営・施設管

理など病院の事業継続につながる人材育成に

ついては、病院の自助努力に任されており、

病院の管理者を対象とした教育機会も限られ

ている。このことから、地域の医療提供体制

を確保するための地域医療構想を推進する上

で、病院の幹部職員を対象とした体系的な研

修プログラムを開発・提示する必要性が高ま

っている。 

 

（本研究の目的） 

そこで、本研究は、地域医療の中心的役割

を担う病院の幹部職員（病院長・事務部長・

看護部長等）を対象とした人材育成のための

研修プログラムを開発することを目的として

いるが、本分担研究においては、地域医療構

想に関する政策と開発した研修プログラムの

運用の実際についてレビューし、今後の展望

についても検討する。 

 

Ｂ．研究方法 

研究協力者の協力を得て、インターネット

上に公開されている厚生労働省の資料や国立

保健医療科学院において実施された地域医療

構想に関わる研修の資料等を中心にレビュー

し、とりまとめを行った。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究は個人を対象とせず、研修に参加した

個人が特定されないよう得られた情報は匿名化

されており、研究倫理面に関する事項はない。 

 

Ｃ. 研究結果 

地域医療構想に関わる資料等をレビューし、

これまでの経緯について、以下に記載する。 

 

（C-1）背景：「高齢者の急増」から「現役世代

の急減」へ 

我が国の総人口（日本人人口＋外国人人口）

は 2005 年に戦後初めて前年を下回った後、2008

年にピークとなり、2011 年以降、11 年間連続で

減少している。2021 年 10 月１日現在、我が国の

総人口は１億 2550 万 2 千人で、2020 年 10 月か

ら 2021 年 9 月までの 1 年間に 64 万 4 千人（-

0.51％）の減少となった。この減少幅は比較可

能な 1950 年以降過去最大であった。また、日本

人人口は 1億 2278万人で、前年に比べ 61万 8千

人（-0.50％）の減少となり、減少幅は 10年連続

で拡大している。 

そして、2025 年に向けて、高齢者、特に 75 歳

以上の後期高齢者の人口が急速に増加した後、

その増加は緩やかになるが、65 歳以上人口は

2040 年頃まで増加が続き、ピークを迎えること

が推計されている。一方、既に減少に転じてい

る生産年齢人口は、2025 年以降さらに減少が加

速することが推計されている。 

これによって、今後のわが国の医療を取り巻

く状況は、単に高齢者の増加に伴う医療需要の

増大だけではなく、高齢者が増加しない地域に

おいては医療需要が減少するなど、少子高齢

化・疾病構造の変化に伴う医療ニーズの変化は

全国一律ではなく、地域によって様々であり、

一律の対応が困難であることも指摘されている。

さらに、医療従事者等の不足があるためより効

率的な医療資源の配置、効率的な医療提供体制

の構築が必要となっている。 

このような背景を踏まえ、厚生労働省は 2040

年の医療提供体制を見据えた改革として、以下

の 3つの取組みを一体的に推進する必要があると

している： 

 

Ⅰ.医療施設の最適配置の実現と連携 （地域医療

構想の実現：2025年まで） 

③ 全ての公立・公的医療機関等における具体的

対応方針の合意形成 

④ 具体的対応方針の検証と地域医療構想の実現

に向けた更なる取組み
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Ⅱ.医師・医療従事者の働き方改革（医師の時間

外労働に対する上限規制：2024 年度～） 

③ 医療機関における労働時間管理の適正化とマ

ネジメント改革 

④ 上手な医療のかかり方に向けた普及・啓発と

患者・家族への支援 

 

Ⅲ.実効性のある医師偏在対策（偏在是正の目標

年：2036年） 

③ 地域及び診療科の医師偏在対策 

④ 総合診療専門医の確保等のプライマリ・ケア

への対応 

 

1 つ目の地域医療構想の詳細は後述するが、

社会保障の将来像を検討する政府の有識者会

議である社会保障制度国民会議の 2013 年の報

告書において、「地域の将来的な医療ニーズの

客観的データに基づく見通しを踏まえた上で、

その地域にふさわしいバランスのとれた医療

機能ごとの医療の必要量を示す地域医療ビジ

ョンを都道府県が策定することが求められる」

として言及された。2014 年に「地域における

医療及び介護の総合的な確保を推進するため

の関係法律の整備等に関する法律」が成立し、

これに伴って改正された医療法により、都道

府県は、それをもとに 地域医療構想（ビジョ

ン）（地域の医療提供体制の将来のあるべき姿）

を医療計画において策定することとなった。

2017 年 3 月、全ての都道府県において地域医

療構想が策定され、2025 年までに実現するべ

く、公的医療機関及び民間医療機関も含めて、

具体的な対応方針について地域での合意形成

が求められている。 

2 つ目の医師及び医療従事者の働き方改革は、

医師の労働時間に関する上限規制が 2024 年度か

ら開始される予定である。3 つ目の実効性のある

医師偏在対策の実現の目標は 2036 年となってお

り、地域および診療科の医師の偏在、総合診療

専門医の確保などプライマリ・ケアへの対応が

取り組まれている。これらも地域の医療提供体

制を検討する上で、重要な課題である。 

 

（C-2）地域医療構想とは 

各地域で効果的、効率的な医療提供体制を構

築するために、各都道府県において医療法に基

づき医療計画を作成することとなっている（医

療法 第 30 条の 4、第 1 項）。この医療計画の中

には、疾病・事業ごとの医療体制の整備や病床

機能の情報提供の推進、外来医療の提供体制の

確保、医師の確保、医師を除く医療従事者の確

保、医療の安全の確保、二次医療圏・三次医療

圏の設定、医療提供施設の整備目標、医師少数

区域・医師多数区域の設定、基準病床数の設定

など多くの項目があるが、その中の重要な項目

の一つとして、地域医療構想の実現がある。 

上記の人口減少・高齢化に伴う医療ニーズの

質・量の変化や労働力人口の減少を見据え、質

の高い医療を効率的に提供できる体制を構築す

るためには、医療機関の機能分化・連携を進め

ていく必要がある。このため、各地域における

2025 年の医療需要と病床の必要量について、医

療機能（高度急性期・急性期・回復期・慢性期）

ごとに推計し、策定されるのが「地域医療構想」

である。このとき、各医療機関の現在の状況と

今後の方向性を「病床機能報告」により「見え

る化」し、病床の整備を図るべき地域単位であ

る各構想区域に設置された「地域医療構想調整

会議」において、病床の機能分化・連携に向け

た協議を実施することとなっている。 

 

（C-3）病床機能報告制度とは 

病床機能報告制度は、各医療機関（有床診療

所を含む）が、毎年、病棟単位で、医療機能の

「現状」と「今後の方向」を、自ら 1つ選択して、

都道府県に報告する制度である。選択すべき医

療機能として高度急性期、急性期回復期、慢性

期の 4つの機能があり、以下のように定義されて

いる： 

 高度急性期機能：急性期の患者に対し、
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 状態の早期安定化に向けて、診療密度が

特に高い医療を提供する機能。高度急性

期機能に該当すると考えられる病棟の例

として、救命救急病棟、集中治療室、ハ

イケアユニット、新生児集中治療室、新

生児治療回復室、小児集中治療室、総合

周産期集中治療室など、急性期の患者に

対して診療密度が特に高い医療を提供す

る病棟である。 

 急性期機能：急性期の患者に対し、状態

の早期安定化に向けて、医療を提供する

機能 

 回復期機能：急性期を経過した患者への

在宅復帰に向けた医療やリハビリテーシ

ョンを提供する機能。特に、急性期を経

過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の

患者に対し、ＡＤＬの向上や在宅復帰を

目的としたリハビリテーションを集中的

に提供する機能（回復期リハビリテーシ

ョン機能）である。 

 慢性期機能：長期にわたり療養が必要な

患者を入院させる機能。長期にわたり療

養が必要な重度の障害者（重度の意識障

害者を含む）、筋ジストロフィー患者又は

難病患者等を入院させる機能である。 

 

2021 年の病床機能報告によると、病床数は

2015 年の約 125 万床から、2021 年には 4 万床ほ

ど減少して 121 万床となっている。2021 年度病

床機能報告において、各医療機関から「2025年 7

月 1日時点における病床の機能の予定」として報

告された病床数から、2025 年には約 120 万床と

なる見込みである。病床機能毎に見みると、

2025 年の病床の必要量に比して、高度急性期、

急性期、及び慢性期はいずれも多く、回復期に

ついては少ない状況である。このため地域の医

療機関が地域調整会議で協議し、機能の分化・

連携を自主的に進めることが期待されている。

このとき都道府県は、「地域医療介護総合確保基

金」を活用して、医療機関の機能分化・連携を

支援し、病床機能の転換等に伴う施設整備・設

備整備の補助等を実施することとなっている。

しかしながら、機能の分化・連携が進まない場

合には医療法に定められた都道府県知事の役割

が適切に発揮されることも求められており、具

体的な権限として以下の項目が挙げられてい

る： 

【医療法に定められている都道府県の権限】 

① 地域で既に過剰になっている医療機能に転

換しようとする医療機関に対して、転換の中止

の命令（公的医療機関等）及び要請・勧告（民

間医療機関） 

② 協議が調わない等の場合に、地域で不足し

ている医療機能を担うよう指示（公的医療機関

等）及び要請・勧告（民間医療機関） 

③ 病院の開設等の許可申請があった場合に、

地域で不足している医療機能を担うよう、開設

等の許可に条件を付与 

④ 稼働していない病床の削減を命令（公的医

療機関等）及び要請・勧告（民間医療機関） 

 

（C-4）地域医療構想調整会議とは 

地域医療構想調整会議は医療法に規定された

協議の場であり、以下のように規定されてい

る： 

医療法第 30条の 14： 

１）都道府県は、構想区域その他の当該都道府

県の知事が適当と認める区域ごとに、診療に関

する学識経験者の団体その他の医療関係者、医

療保険者その他の関係者との協議の場を設け、

関係者との連携を図りつつ、医療計画において

定める将来の病床数の必要量を達成するための

方策その他の地域医療構想の達成を推進するた

めに必要な事項について協議を行うものとする。 

２）関係者は、前項の規定に基づき都道府県が

行う協議に参加するよう都道府県から求めがあ

った場合には、これに協力するよう努めるとと

もに、当該協議の場において関係者間の協議が

調った事項については、その実施に協力するよ

う努めなければならない。
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具体的な協議事項として、個別の医療機関ご

との具体的対応方針の決定への対応に関して、

以下の項目が定められていた： 

○都道府県は、毎年度、地域医療構想調整会議

において合意した具体的対応方針をとりまとめ

ること。具体的対応方針のとりまとめには、以

下の内容を含むこと。    

① 2025 年を見据えた構想区域において担うべ

き医療機関としての役割 

② 2025年に持つべき医療機能ごとの病床数 

○公立病院、公的医療機関等は、「新公立病院改

革プラン」「公的医療機関等 2025プラン」を策定

し、平成 29年度中に協議すること。 

○その他の医療機関のうち、担うべき役割を大

きく変更する病院などは、今後の事業計画を策

定し、速やかに協議すること。 

○上記以外の医療機関は、遅くとも平成 30 年度

末までに協議すること。 

 

地域医療構想に係るステークホルダーは大変

多く、各ステークホルダーによって優先事項が

異なることから、病床機能の再編に伴う調整は

大変時間を要することも指摘されている。実際、

2017 年 3 月までに全ての都道府県において地域

医療構想が策定されたが、公立・公的医療機関

等に関しては、再検証が必要として、厚生労働

省医政局「地域医療構想に関するワーキンググ

ループ（WG）」によって検討された公立・公的医

療機関等の診療実績データが 2019 年 9 月に公表

された。しかしながら、これに対して様々な批

判的な意見も出されて、厚労省は都道府県の要

望に応じ、個別に意見交換会を順次開催、地域

医療確保に関する国と地方の協議の場を複数回

設けるなど、対応を求められた。 

2020 年 1 月には、医政局長通知「公立・公的

医療機関等の具体的対応方針の再検証等につい

て」を都道府県宛に発出し、あわせて、都道府

県に対し、「公立・公的医療機関等の診療実績デ

ータの分析結果」及び民間医療機関の診療実績

データを提供した。また、都道府県が申請して

国の財政的・技術的支援を受ける重点支援区域

を選定するなどして、一層の取組みの推進を図

ろうとしていたところ、新型コロナウイルスに

よる感染が発生し、全国の医療機関はその対応

に追われ、地域医療構想の推進は困難な状況と

なった。感染拡大により、一般病床・療養病床

を一時休床することでマンパワーを確保し、一

部の病床を感染症受入病床へ転用し、さらに臨

時増床するなどして、患者対応をせざるを得な

い状況であった。 

2020 年 12 月には、厚生労働省医政局「医療計

画の見直し等に関する検討会」において、構想

の考え方・進め方の議論を含めた「新型コロナ

ウイルス感染症を踏まえた今後の医療提供体制

の構築に向けた考え方」がとりまとめられた。

具体的には、医療計画の記載事項に「新興感染

症等の感染拡大時における医療」を追加し、い

わゆる従来の「5 事業」（救急医療、災害時にお

ける医療、へき地の医療、周産期医療、小児救

急医療を含む小児医療）に追加して、「6 事業」

とした。今後、厚生労働省において、計画の記

載内容（施策・取組みや数値目標など）につい

て詳細な検討を行い、「基本方針」（大臣告示）

や「医療計画作成指針」（局長通知）等の見直し

を行った上で、各都道府県で第 8 次医療計画

（2024 年度～2029 年度）から感染拡大時の対応

を追加して、計画策定作業を実施することとな

った。新型コロナ対応が続く中ではあるが、地

域医療構想の背景となる中長期的な状況や見通

しは変わっておらず、即ち、人口減少・高齢化

は着実に進み、医療ニーズの質・量が徐々に変

化、マンパワーの制約も一層厳しくなり、各地

域において、質の高い効率的な医療提供体制を

維持していくためには、医療機能の分化・連携

の取組みは必要不可欠とされた。感染拡大時の

短期的な医療需要には、各都道府県の「医療計

画」に基づき機動的に対応することを前提に、

地域医療構想については、その基本的な枠組み

（病床の必要量の推計・考え方など）を維持し
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つつ、着実に取組みを進めていくこととした。 

2021 年 3 月には、医政局長通知「地域医療構

想の進め方について」が発出され、基本的な考

え方として、「今後、各都道府県において第 8 次

医療計画（2024 年度～2029 年度）の策定作業が

2023 年度までかけて進められる際には、各地域

で記載事項追加（新興感染症等対応）等に向け

た検討や病床の機能分化・連携に関する議論等

を行う必要があるため、その作業と併せて、

2022 年度及び 2023 年度において、地域医療構想

に係る民間医療機関も含めた各医療機関の対応

方針の策定や検証・見直しを行う。その際、各

都道府県においては、今回の新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大により病床の機能分化・連

携等の重要性が改めて認識されたことを十分に

考慮する。」ことが示された。また、検討状況の

公表等については、「検討状況については、定期

的に公表を行う。具体的には、2022 年度におい

ては、2022 年 9 月末及び 2023 年 3 月末時点にお

ける対応方針の「合意・検証済」、「協議・検証

中」、「協議・検証未開始」の状況を厚生労働省

に報告するとともに、各都道府県においてはそ

の報告内容を基にホームページ等で公表する。」

ことが示された。そして、民間医療機関も含め

た全ての医療機関において 2025 年に向けた対応

方針の策定が必要とされている。 

 

（C-5）地域医療構想の実現に向けた取組み（全

体像） 

厚生労働省は以下の取組みを介して、地域の

ニーズに応じた支援を実施することとしてい

る： 

１）議論活性化に向けた技術的支援 

① データ・情報の提供 

 ・ 病床機能報告など 

 ・ 重点支援区域など具体的な事例 

② 研修会等の開催 

 ・ 医療政策研修会（都道府県職員対象） 

 ・ 地域医療構想アドバイザー会議 

・ トップマネジメント研修（病院管理者対

象） 

③ 地域・医療機関のニーズに応じた支援 

 ・ 都道府県の申請に基づき国が選定した

「重点支援区域」に対し、ニーズに応じた技術

的支援（データ分析等）を実施 

 ＊今後、地域のさらなる議論活性化に向け、

都道府県の依頼に応じて、きめ細かな支援を実

施 

 ・ 県内（区域内）の議論を踏まえたデータ

分析の支援 

 ・ 県内（区域内）の医療機関向け、首長向

け、住民向け説明会等の開催支援等 

２）病床機能再編の取組みに対する財政支援等 

 地域医療構想調整会議における合意を前提に、

病床機能再編の取組みに対して以下の財政支援

等を実施する 

 ・ 地域医療介護総合確保基金により、病床

機能再編に必要な施設・設備の整備に対する財

政支援や、病床減少に伴う様々な課題に対応す

るための財政支援（病床機能再編支援事業）を

実施 

 ・ 都道府県の申請に基づき国が選定した

「重点支援区域」に対し、手厚い財政支援（病

床機能再編支援事業の加算）を実施 

 ・ 大臣認定を受けた「再編計画」に基づき

取得した不動産に関する税制優遇措置（登録免

許税）を実施 

 

地域レベルでは、これらの厚生労働省の支援

を受けて、地域での取組みとして、都道府県に

おいては議論活性化に向けて、１）地域医療構

想調整会議（構想区域単位、都道府県単位）の

定期的な開催、２）病床機能報告や各種データ

等の提供、３）地域医療構想アドバイザーによ

る議論活性化、が行われる。さらに地域医療構

想調整会議等における議論の活性化によって、

１）地域の医療ニーズや医療機能の把握・共有、

２）個々の医療機関における取組みの方向性の

決定、３）「重点支援区域」「再編計画」等の活

用、などが推進される。その結果、具体的な病



別添 4 

  4-7 

床機能再編地域の合意に基づく取組みが具体化

され、①「重点支援区域」の技術的支援等を活

用した、複数医療機関による病床機能再編の検

討、②地域医療介護総合確保基金（病床機能再

編支援事業を含む）や税制優遇を活用した取組

みの実施、などが期待される。 

さらに、厚生労働省は 2022 年 12 月の「第 21

回 第 8 次医療計画等に関する検討会」において、

2025 年以降についても、高齢者人口がピークを

迎えて減少に転ずる 2040 年頃を視野に入れつつ、

新型コロナ禍で顕在化した課題を含め、中長期

的課題について整理し、新たな地域医療構想を

策定する必要があるため、現在の取組みを進め

つつ、新たな地域医療構想の策定に向けた課題

整理・検討を行っていくとしている。 

 

Ｄ. 考察   

上記の厚生労働省のこれまでの取組みから、

地域医療構想を推進する人材育成については、

少なくとも以下の大きく２つの人材が必要だと

考えられる： 

１）県・地域全体の地域医療構想を推進できる

人材：県・地域全体の医療機関の実績を示すデ

ータに基づいて、戦略的な助言ができる大学の

研究者等 

２）地域医療構想に資する個々の地域・医療機

関において、具体的な取組みを実践できる人

材：医療機関の病院長など管理者 

 

厚生労働省の試験研究機関である国立保健医

療科学院においては、主に後者の人材育成に該

当する「トップマネジメント研修（病院管理者

対応）」を 2019年度から実施している。効果的な

研修実施のために、実際に医療機関の再編統合

に取り組んできた自治体や医療機関を対象にヒ

アリングを実施し（地域の社会的・地理的な背

景、病院の再編統合の理由や経緯、医師派遣機

能を担う大学病院との関係性、周辺医療機関と

の機能分化と連携の状況と課題、再編統合する

際の職員の待遇面等）、研修に反映するよう努め

てきた。 

研修対象者は都道府県から推薦された地域医

療の中心的な役割を担う医療機関の病院管理者

または病院幹部職員等である。研修対象者の忙

しさも考慮して、参加しやすいように 2日間、定

員 50 名で実施してきた。しかしながら、新型コ

ロナ感染症の感染拡大によって集合研修の実施

が困難となり、2020 年度からはオンライン研修

とし、半日ずつの 2 日間で、定員 30 名で実施し

ている。2019 年度から 2022 年度までの 4 年間で

約 250名の参加があった。公立・公的な病院だけ

でなく、大学病院、民間病院からの参加もあっ

た。研修のねらいは以下である： 

【ねらい】地域医療構想による医療機能の分

化・連携を進めるために、医療制度、病院再

編・統合、データ分析、人的資源管理などの病

院マネジメントに関する知識・技術を修得する 

1．地域医療構想および関連する医療政策の動向

について説明できる。 

2．地域医療構想を推進するためのデータ分析手

法について説明できる。 

3．医療機関の再編統合を検討する手法について

説明できる。 

 

2022 年度には以下のようなスケジュールで、

オンライン研修として、2回開催した： 

【研修スケジュール】 

1日目 

13:00～13:10 (10 分) 開講式／オリエンテーシ

ョン 

13:10～14:00 (50分)（演習）事前課題に基づく

グループワーク 

14:00～14:10 (10分) 休憩 

14:10～14:40 (30分)（講義の事前視聴・質疑応

答）地域医療構想の現況について 

14:40～14:50 (10分)休憩 

14:50～17:00 (130 分)（ケーススタディ）医療

機関の再編統合について（途中 10分休憩） 

2日目 

13:00～14:00 (60分)（講義）地域医療構想のた
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めのデータ分析手法 

 

14:00～14:10 (10分) 休憩 

14:10～15:10 (60分)（講義）奈良県南和地域に

おける地域医療構想の実現プロセス 

15:10～15:20 (10分) 休憩 

15:20～15:40 (20分)（講義の事前視聴・質疑応

答）医師の働き方改革について 

15:40～16:20 (40分)（講義）医師の働き方改革

に関する事例報告（2つの病院から） 

16:20～16:30 (10分) 休憩 

16:30～17:20 (50分)（演習）課題解決に向けて

のグループワーク 

17:20～17:30 (10分) 閉講式 

 

限られた時間で、効果的な研修とする工夫と

して、①厚生労働省の担当者からの講義は事前

に録画したものを参加者が視聴し（地域医療構

想、医師の働き方改革、それぞれ約 30分）、研修

当日は質疑応答を中心に実施する、②実際の事

例を教材としたケースメソッドによる意見交換、

③事前に参加者自身の医療機関における課題を

提出し、研修中の講義・少人数による意見交換

（1 グループの 4 人程度）を通じてその課題を解

決するヒントをまとめる、などを行っている。

研修終了後のアンケートにおいては、研修全体

の満足度について高評価を得た。自由記載にお

いても、「研修自体も話しやすい環境とファシリ

テーションで理解度が高まった」「講演内容は、

漏れなく現在の病院の課題の参考となるもので

あった」「日頃関わりのない地域、病院の方々と、

意見交換でき、いろいろな事情がわかり、今後

に役立てたいと感じた」「今、医療機関にとって

共通課題である地域医療構想及び医師の働き方

改革について、事例を交えて研修することがで

きた」「モチベーションが上がった」「視野が広

がった」などのポジティブなコメント等が多く

記載されていた。国立保健医療科学院における

研修が、地域における持続可能な医療提供体制

の構築を担う各医療機関の担当者の具体的な取

組みの一助として、貢献できていることが示唆

された。 

 

Ｅ. 結論 

2040 年を見据えた人口構造の変化への対応、

具体的には人口減少地域における医療機能の維

持、医療従事者も含めた生産年齢人口の減少に

対応するマンパワーの確保と医師の働き方改革

に伴う対応は、喫緊の課題である。また、超高

齢化・人口急減による入院・外来医療ニーズの

変化や医療・介護の連携、地域における看取り

のニーズの増加への対応の必要性も指摘されて

いる。実際、新型コロナウイルス感染症の拡大

により、チーム・グループによる外来への対

応・在宅医療の強化を含む地域医療を支える医

療機関等の役割分担・連携の重要性が再認識さ

れた。地域医療構想調整会議の場が、これらの

課題を地域で検討する機会となり、各地域の状

況を考慮した、各地域における持続可能な医療

提供体制の構築に資することが期待されるが、

具体的な取組みの実践のためには、以下の 2つの

人材育成が不可欠であると考えられる：1）県・

地域全体の地域医療構想を推進できる人材、2）

地域医療構想に資する個々の地域・医療機関に

おいて、具体的な取組みを実践できる人材。と

くに後者については、数日間かけて、他の同様

の立場の参加者とともに意見を交換しあいなが

ら、体系的に学び、具体的な取組みにつながる

参加型の研修の機会が必要である。 

 

Ｆ. 健康危険情報 

該当なし 

 

Ｇ．研究発表 

１.論文発表 

（１） Taneda K, Kakinuma T, Nakanishi Y, 

Kobayashi K, Akahane M. Community Health Care 

Vision: Toward realizing the desired medical 

service system. Journal of the National 

Institute of Public Health. 2023；72（43-
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51）：23-51．（種田憲一郎．地域医療構想‐目指

すべき医療提供体制を実現するために‐．保健

医療科学．2023；72（1）：43-51 

 

２．学会発表 

該当なし 

 

Ｈ. 知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

該当なし 

 

２．実用新案登録 

該当なし 

 

３．その他 

該当なし 
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令和 ５年 ３月３１日 
厚生労働大臣 殿                                        

                                                                                               
                              機関名  国立保健医療科学院      

 
                      所属研究機関長 職 名  院長      
                                                                                      
                              氏 名 曽根 智史     
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業                         

２．研究課題名 地域医療構想の達成に向けた病院管理者のための組織マネジメント研修プログラムの 

普及啓発のための研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 医療・福祉サービス研究部・部長             

    （氏名・フリガナ） 赤羽 学・アカハネ マナブ               

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ５年 ３月３１日 
厚生労働大臣 殿                                        

                                                                                               
                              機関名  国立保健医療科学院      

 
                      所属研究機関長 職 名  院長      
                                                                                      
                              氏 名 曽根 智史     
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業                         

２．研究課題名 地域医療構想の達成に向けた病院管理者のための組織マネジメント研修プログラムの 

普及啓発のための研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 医療・福祉サービス研究部・上席主任研究官          

    （氏名・フリガナ） 小林 健一・コバヤシ ケンイチ               

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ５年 ３月３１日 
厚生労働大臣 殿                                        

                                                                                               
                              機関名  国立保健医療科学院      

 
                      所属研究機関長 職 名  院長      
                                                                                      
                              氏 名 曽根 智史     
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業                         

２．研究課題名 地域医療構想の達成に向けた病院管理者のための組織マネジメント研修プログラムの 

普及啓発のための研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 国際協力研究部・上席主任研究官               

    （氏名・フリガナ） 種田 憲一郎・タネダ ケンイチロウ             

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ５年 ３月３１日 
厚生労働大臣 殿                                        

                                                                                               
                              機関名  国立保健医療科学院      

 
                      所属研究機関長 職 名  院長      
                                                                                      
                              氏 名 曽根 智史     
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業                         

２．研究課題名 地域医療構想の達成に向けた病院管理者のための組織マネジメント研修プログラムの 

普及啓発のための研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 保健医療経済評価研究センター・センター長             

    （氏名・フリガナ） 福田 敬・フクダ タカシ                   

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ５年 ３月３１日 
厚生労働大臣 殿                                        

                                                                                               
                              機関名  国立保健医療科学院      

 
                      所属研究機関長 職 名  院長      
                                                                                      
                              氏 名 曽根 智史     
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業                         

２．研究課題名 地域医療構想の達成に向けた病院管理者のための組織マネジメント研修プログラムの 

普及啓発のための研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 医療・福祉サービス研究部・主任研究官            

    （氏名・フリガナ） 柿沼 倫弘・カキヌマ トモヒロ               

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和 ５年 ３月３１日 
厚生労働大臣 殿                                        

                                                                                               
                              機関名  国立保健医療科学院      

 
                      所属研究機関長 職 名  院長      
                                                                                      
                              氏 名 曽根 智史     
 

   次の職員の令和４年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業                         

２．研究課題名 地域医療構想の達成に向けた病院管理者のための組織マネジメント研修プログラムの 

普及啓発のための研究 

３．研究者名  （所属部署・職名） 医療・福祉サービス研究部・研究員              

    （氏名・フリガナ） 中西 康裕・ナカニシ ヤスヒロ               

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 □   ■ □  □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



厚生労働大臣
（国立医薬品食品衛生研究所長） 殿
（国立保健医療科学院長）

2022年

機関名 北里大学

所属研究機関長 職 名 学長

氏 名 島袋 香子

9月 27日

次の職員の令和4年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理に 

ついては以下のとおりです。

1. 研究事業名 地域医療基盤開発推進研究事業

2. 研究課題名 地域医療構想の達成に向けた病院管理者のための組織マネジメント研修プログラムの普及啓発のための研究

3. 研究者名 （所属部署・職名） 医学部・客員教授

（氏名・ フリガナ） 渋谷明隆・シブヤアキタカ

4. 倫理審査の状況

該当性の有無 左記で該当がある場合のみ記入(※1)

有 佃‘‘‘ 審査済み 審査した機関 未審査(※2)

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理
口 ． 口 口

指針(※3)

遺伝子治療等臨床研究に関する指針 口 ． 口 口

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験
口 ． 口 口

等の実施に関する基本指針
その他、 該当する倫理指針があれば記入すること

（指針の名称： ） 
口 ． 口 口

(※1)当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理 委員会の審査が済んでいる場合は、 「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、 「未審査」にチェックすること。

その他（特記事項）

(※2)未審査に場合は、 その理由を記載すること。
(※3)廃止前の 「疫学研究に関する倫理指針」、 「臨床研究に関する倫理指針」、 「 ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、 「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、 当該項目に記入すること。

5. 厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について

I 研究倫理教育の受講状況 1 受講■ 未受講口

6. 利益相反の管理

当研究機関におけるCOIの管理に関する規定の策定

当研究機関におけるCOR委員会設置の有無

当研究に係るCOIについての報告・審査の有無

当研究に係るCORについての指導・管理の有無

（留意事項） ．該当する口にチェックを入れること。

有■ 無 □ （無の場合はその理由：

有■ 無 □ （無の場合は委託先機関：

有■ 無 □ （無の場合はその理由：

有 □ 無■ （有の場合はその内容：

•分担研究者の所属する機関の長も作成すること。

） 

） 

） 

） 






